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一
国
民
年
金

国
民
年
金
制
度
は
、
老
齢
・
痩
疾
・
死
亡
な
ど
に
対
し
て
必
要
な
年
金
を
支
給
し
、

国
民
の
連
帯
に
よ
っ
て
、
健
全
な
国
民
生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、

昭
和
三
四
年
四
月
二
ハ
日
か
ら
制
度
化
さ
れ
、
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
し

て
す
べ
て
の
国
民
が
必
ず
い
ず
れ
か
の
年
金
に
加
入
す
る
、
国
民
皆
年
金
の
体
制
が

で
き
た
。

国
民
年
金
は
大
き
く
分
け
て
、
保
険
料
を
納
め
て
年
金
を
受
け
る
拠
出
年
金
と
、

制
度
が
発
足
し
た
時
既
に
高
齢
で
あ
っ
た
人
や
、
拠
出
年
金
が
で
き
る
前
に
障
害
や

母
子
家
庭
に
全
額
国
の
負
担
に
よ
っ
て
年
金
を
支
給
す
る
福
祉
年
金
の
二
つ
に
分
か

れ
る
。

現
在
、
(
昭
和
六
三
年
三
月
末
日
)
の
国
民
年
金
加
入
者
は
、
全
国
で
約
三
〇
三
四

万
人
、
愛
媛
県
で
四
〇
万
人
、
久
万
町
で
は
、
二
六
二
六
人
で
あ
り
、
六
〇
年
度
の

保
険
料
の
収
納
は
一
億
九
七
〇
〇
万
円
に
対
し
、
受
給
額
は
四
億
八
六
〇
〇
万
円
に

な
り
、
高
齢
化
に
伴
い
、
受
給
額
が
大
幅
に
伸
び
て
い
る
。
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久
万
町
で
も
、
国
民
年
金
制
度
の
発
足
に
伴
い
、
昭
和
三
六
年
度
に
は
こ
の
趣
旨

の
徹
底
を
は
か
る
た
め
、
各
集
落
単
位
で
説
明
会
を
実
施
し
て
加
入
促
進
に
努
め
た
。

趣
旨
に
つ
い
て
了
解
は
得
た
が
保
険
料
に
若
干
の
不
安
が
残
り
充
分
な
理
解
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
老
後
の
福
祉
に
直
結
す
る
所
得
確
保
で
あ
る
認
識
も
深
ま
っ
た
。

六
二
六

翌
一
三
ハ
年
四
月
一
日
か
ら
全
国
一
斉
に
保
険
料
の
収
納
が
始
ま
り
、
こ
こ
に
、
国
民

皆
年
金
時
代
を
迎
え
い
ず
れ
か
の
年
金
に
加
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
民
年
金
に

加
入
で
き
る
者
は
、
公
的
年
金
加
入
者
(
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
者
、
役
所
な
ど
に
勤
め
て
い
る
共
済
組
合
員
の
者
)

以
外
の
次

の
職
業
に
従
事
す
る
者
で
国
内
に
住
所
を
有
す
る
、
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
ま
で
の
日

本
国
民
が
被
保
険
者
と
な
っ
た
。

イ

小
規
模
工
業
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
に
従
事
す
る
老

中

小
規
模
工
業
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
に
従
事
す
る
者

ハ

開
業
し
て
い
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

二

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士

ホ

旦
尾
労
働
者
、
無
職
者

へ

こ
れ
ら
の
人
の
配
偶
者
、
従
業
員
な
ど

し
か
し
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
の
関
係
か
ら
、
発
足
時
の
昭
和
三
六
年
四
月
一

日
現
在
、
満
四
九
歳
ま
で
の
も
の
は
、
強
制
加
入
被
保
険
者
と
し
て
加
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
五
〇
歳
を
こ
え
、
五
五
歳
に
達
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
希

望
に
よ
っ
て
被
保
険
者
と
な
る
み
ち
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
ま
た
各
種
公
的
年
金
制

度
に
加
入
し
て
い
る
も
の
の
配
偶
者
に
つ
い
て
も
、
本
人
の
希
望
に
よ
っ
て
被
保
険

者
と
な
る
み
ち
が
ひ
ら
か
れ
て
い
て
、
強
制
加
入
以
外
の
も
の
を
任
意
加
入
被
保
険

者
と
呼
ん
で
い
た
。

そ
の
後
、
何
回
か
の
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
昭
和
六
一
年
四
月
、
人
口
構

造
の
高
齢
化
や
産
業
構
造
、
就
業
構
造
な
ど
の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
公
的
年
金
制
度
を
長
期
に
わ
た
り
健
全
か
つ
安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
た

め
の
基
礎
が
た
め
を
行
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
従
来
、
農
業
・
漁
業
等
の
自
営
業
の
人
な
ど
は
国
民
年
金
に
加



入
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
厚
生
年
金
等
に
加
入
す
る
と
い
う
「
タ
テ
割
り
」

の
し
く

み
を
改
正
し
て
、
国
民
年
金
は
す
べ
て
の
国
民
が
加
入
し
て
基
礎
年
金
と
し
て
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
各
公
的
年
金
制
度
を
一
元
化
す
る
こ
と
の
一
環
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
基
礎
年
金
」
の
特
色
は
現
行
制
度
、
そ
れ
ぞ
れ

の
独
自
制
度
を
い
か
し
つ
つ
各
制
度
に
共
通
す
る
部
分
を
基
礎
年
金
と
い
う
形
で
と

り
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
国
民
年
金
に
加
入
す
る
人
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
、
厚
生
年
金
等
の
被
保
険
者
と
そ
の
配
偶
者
も
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
保
険
料
は
厚
生
年
金
保
険
等
が
ま
と
め
て
国
民
年
金
に
支
払
う
こ
と

に
な
っ
た
。

基
礎
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
及
び
遺
族
基
礎
年
金
の
三
種

類
と
な
り
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
は
、
こ
の
三
種
類
の
基
礎
年
金
に
そ
れ
ぞ
れ
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
結
果
国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
次
の
三
種
類
に
な
る
。

第3号被保険者

欝
厚生年金保険の被保険者の
被扶養配偶者で20歳以上60

歳未満の人

保
険
料
及
び
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
初
三
四
歳
以
下
一
〇
〇
円
、
三
五
歳
以
上
一

五
〇
円
を
月
々
加
入
者
が
負
担
し
、
給
付
額
は
当
初
年
額
一
人
当
た
り
二
万
四
〇
〇

〇
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
六
二
年
四
月
よ
り
六
二
万
六
五
〇
〇
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
よ
う
に
、
物
価
の
上
昇
が
あ
っ
て
も
年
金
の
価
値
が
下
が
ら
な
い
よ
う
に
、
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物
価
の
上
昇
に
応
じ
て
、
保
険
料
及
び
年
金
額
も
自
動
的
に
上
が
る
よ
う
、
物
価
ス

ラ
イ
ド
制
を
実
施
し
て
お
り
、
年
々
年
金
の
内
容
も
充
実
し
、
夫
婦
で
月
額
一
〇
万

円
の
年
金
が
実
現
し
た
。

2

無
拠
出
制
国
民
年
金

(
福
祉
年
金
制
度
)

国
民
年
金
制
度
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
三
四
年
一
一
月
一
日
ま
で
に
、
満
七
〇
歳
以

上
の
高
齢
者
、
重
度
の
疾
病
に
あ
っ
た
も
の
、
夫
と
死
別
し
て
母
子
状
態
に
あ
っ
た

者
、
及
び
、
施
行
当
時
五
〇
歳
以
上
に
な
っ
て
い
た
た
め
強
制
加
入
保
険
者
か
ら
除

外
さ
れ
た
者
、
国
民
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
が
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
短
か
っ

た
た
め
、
拠
出
制
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
以
上
の
人
々
を
対
象
に
支

給
さ
れ
る
年
金
を
福
祉
年
金
と
い
い
、
年
金
を
う
け
る
権
利
(
受
給
権
)
の
あ
る
者
は

お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈲

老
齢
福
祉
年
金
‥
…
…
・
現
在
七
〇
歳
以
上
の
者
、
こ
れ
か
ら
七
〇
歳
に
な
る
者

(
明
治
四
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
に
か
ぎ
る
)

は
七
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
。

㈲

障
害
福
祉
年
金
…
…
・
自
分
で
日
常
生
活
の
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
二
〇
歳
以
上
の
者
。

▽
二
〇
歳
未
満
で
右
に
の
べ
た
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
は
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
。

▽
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
以
後
に
起
き
た
ケ
ガ
又
は
病
気
に
な
る
前
に
、
国
民
年
金
手

帳
を
う
け
と
っ
て
い
て
、
定
め
ら
れ
た
保
険
料
を
お
さ
め
て
い
た
か
、
そ
の
免
除
を
う
け

て
い
た
者
。

㈲

母
子
福
祉
年
金
‥
…
…
二
〇
歳
以
後
に
夫
(
内
縁
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
)

に
死

別
し
た
妻
が
、
中
学
卒
業
前
か
二
〇
歳
未
満
の
重
度
の
障
害
の
あ
る
子
を
養
っ
て
い
る
と

き
。㈲

準
母
子
福
祉
年
金
…
…
…
二
〇
歳
以
後
に
夫
、
男
子
た
る
子
(
息
子
)
、
父
ま
た
は

祖
父
と
死
別
し
た
祖
母
ま
た
は
姉
が
、
引
続
き
中
学
校
卒
業
前
か
、
二
〇
歳
未
満
の
重
度

六
二
七
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の
障
害
の
あ
る
孫
ま
た
は
弟
妹
を
養
っ
て
い
る
と
き
。

こ
れ
に
よ
っ
て
福
祉
年
金
も
発
足
当
初
か
ら
逐
次
増
加
し
て
い
た
が
昭
和
五
〇
年

度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
る
。
給
付
状
態
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

国民年金 (単位 円)

区 別 保 険 料 (月 額) 給 付 額 

年 次 加入者負担 国庫負担 合 計 (年 額) 

昭和36年(諾: 

100 50 150 

24,000 

150 75 225 

昭和42年罷工 

200 100 300 

60,000 

250 125 375 

昭和45年〈諾: 

250 125 375 

60,000 

300 150 450 

昭和50年 1,100 550 1,650 339,600 

昭和55年 3,770 給付時負担 3,770 504,000 

昭和60年 6,740 II 6,740 576,200 

昭和62年 7,400 II 7,400 626,500 

※ 給付額50年以降25年納付の場合

拠出年金受給者の状況 (単位 千円)

区別 年度 

老 齢 年 金 障 害 年 金 遺族(母子)年金 遺 児 年 金 死亡一時金 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

昭和37年 0 0 0 0 

40年 1 30 12 278 0 0 

45年 
(8) 11 

1,248 27 2,587 5 369 12 106 

50年 502 83タ479 
(16) 23 

3,622 34 11,546 3 1,019 10 178 

55年 1048 272,790 
(27) 38 

13,543 22 11,035 0 0 7 161 

60年 1465 441,556 
(31) 49 

33タ677 17 10,088 1 593 6 158 

※ 基礎年金はS6l.4以降

国民年金保険料収納・検認状況 (単位 千円)

年度(昭和) 36 40 45 50 55 60 62 

収納金額 3,996 5,853 2l,770 197,287 161,618 

検認率 % 86.8 99.4 100.0 98.9 102.1 98.2 92.3 



二

社
会
福
祉
事
業

1

沿

革

明
治
維
新
は
封
建
社
会
の
打
破
と
近
代
日
本
誕
生
の
契
機
で
あ
る
が
、
貧
農
・
貧

民
な
ど
混
乱
に
よ
る
多
く
の
窮
乏
者
が
発
生
し
た
。
そ
の
た
め
、
応
急
救
助
の
措
置

が
定
め
ら
れ
た
。
明
治
四
年
の
棄
児
育
米
給
与
方
、
こ
れ
に
つ
い
で
明
治
七
年
に
定

め
ら
れ
た
岨
救
規
則
は
、
昭
和
六
年
の
救
護
法
と
な
る
ま
で
、
一
般
貧
民
救
済
の
唯

一
の
国
家
法
と
な
っ
た
。

国
の
行
政
機
関
も
大
正
六
年
、
内
務
省
に
救
護
課
が
設
立
さ
れ
、
の
ち
に
社
会
課

と
改
称
さ
れ
、
や
が
て
社
会
局
に
昇
格
し
た
。
今
日
の
民
生
委
員
制
度
の
前
身
と

な
っ
た
方
面
委
員
制
度
が
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
、
岡
山
県
で
は
同
年
済
世
顧

問
制
度
を
設
け
た
。

こ
の
こ
ろ
よ
り
昭
和
初
期
に
か
け
て
各
都
道
府
県
で
は
、
種
々
の
名
称
を
つ
け
て

委
員
制
度
を
創
設
し
、
貧
民
の
救
済
、
救
護
活
動
に
当
っ
て
き
た
。

愛
媛
県
で
は
、
大
正
二
二
年
一
一
月
九
日
訓
令
第
三
七
号
で
愛
媛
県
方
面
委
員
設

設
規
程
を
定
め
た
。
方
面
委
員
は
名
誉
職
と
し
て
、
調
査
指
導
保
護
、
救
済
、
福
利
、

教
化
、
融
和
を
そ
の
職
務
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
の
後
昭
和
二
年
、
こ
の
規
程
を
改
正
し
委
員
一
二
五
名
を
市
町
村
長
の
補
助
機

関
と
し
て
選
任
し
た
。
久
万
町
で
も

高

附

貞
一
郎

八

木

菊
次
郎

宇
都
宮

音

吉

高

井

寛

和

(
久
万
町
大
字
久
万
町
)

(
久
万
町
大
字
上
野
尻
)

(
久
万
町
大
字
久
万
町
)

(
久
万
町
大
字
菅

生
)
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正

岡

真

吾

(
久
万
町
大
字
久
万
町
)

の
五
氏
が
方
面
委
員
と
し
て
初
め
て
愛
媛
県
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
。

こ
の
方
面
委
員
制
度
は
、
昭
和
一
一
年
「
方
面
委
員
令
」
が
制
定
さ
れ
全
国
的
な

も
の
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
「
民
生
委
員
令
」

(
昭
和
二
一
年
一
〇
月
一
日
)
が
公
布
さ
れ
方
面
委
員
は

民
生
委
員
と
改
称
さ
れ
た
。

児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
一
年
一
二
月
一
日
)
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
、
児
童
委
員
も

兼
ね
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
名
称
も
民
生
児
童
委
員
と
な
っ
た
。
昭
和
二
五
年
の
法

律
改
正
に
よ
っ
て
、
生
活
保
護
法
で
は
、
市
町
村
長
の
補
助
機
関
で
あ
っ
た
民
生
委

員
が
、
実
施
の
協
力
機
関
と
し
て
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た

老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
八
年
七
月
一
一
日
)

の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
民
生
委
員
が

同
法
の
協
力
機
関
と
な
っ
た
。

昭
和
四
二
年
一
一
年
八
日
に
は
、
久
万
町
の
過
去
に
お
け
る
社
会
福
祉
活
動
の
反

省
と
、
住
民
総
参
加
に
よ
る
今
後
の
福
祉
活
動
の
推
進
を
は
か
る
た
め
に
指
導
者
三

〇
〇
名
が
集
ま
り
民
生
委
員
制
度
創
設
五
〇
周
年
記
念
第
一
回
福
祉
大
会
が
久
万
小

学
校
講
堂
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

終
戦
を
契
機
と
し
て
、
わ
が
国
の
社
会
情
勢
は
大
き
く
移
り
変
わ
っ
た
。
民
主
憲

法
の
制
度
を
基
と
し
て
国
の
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
施
策
が
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
住

民
の
要
求
と
相
ま
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
関
係
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
久

万
町
で
も
民
生
児
童
委
員
協
議
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
、

住
民
の
た
め
の
公
私
に
わ
た
る
社
会
福
祉
事
業
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
最
近
の
社
会
・
経
済
の
変
化
に
伴
い
複
雑
多
岐
な
福
祉
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
、
従
来
の
生
活
保
護
を
中
心
と
し
た
低
所
得
者
層
の
福
祉
か
ら
所
得
の
多

六
二
九



第
五
編

行
政
・
財
政

少
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
・
高
齢
者
・
精
神
薄
弱
者
・
児
童
・
母
子
寡
婦
等

身
体
的
・
精
神
的
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
つ
人
々
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
民
生
委
員
の
役
割
も
、
関
係
機
関
へ
の
協
力
活
動
を
始
め
、

地
域
の
要
介
護
者
の
実
態
調
査
の
把
握
、
援
助
活
動
、
心
配
ご
と
相
談
等
個
々
の

「
な
や
み
ご
と
」

な
ど
に
対
す
る
適
切
な
助
言
と
援
助
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
ま

す
ま
す
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
六
一
年
一
二
月
一
日
、
全
国
い
っ
せ
い
に
民
生
児
童
委
員
の
改
選
が
行
わ
れ

た
。
久
万
町
で
も
二
八
名
の
委
員
が
改
選
さ
れ
、
九
名
の
婦
人
委
員
が
新
し
く
誕
生

し
、
推
せ
ん
さ
れ
、
厚
生
大
臣
よ
り
委
嘱
を
受
け
た
。

昭
和
六
一
年
一
二
月
一
日
、
改
選
後
の
久
万
町
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

久
万
町
民
生
委
員
、
児
童
委
貫
名
簿
と
担
当
地
区

民 II II II II 総民 役 

II II II II II 

児 童 委 員 会 計 ∴ 副 総 務 児 、土と 里 委 務員 職 名 

大 大 開大高大 大 大 大 ノ大 大 台大槻大 

担 当 

字 字 梶字殿字字 字 字 二字字 三字ノ字 
久 久 山西 西 東 東 久 上 久 入沢菅 
万 万 明 明 明 明 万 野 方 野 生 

町 町 神 神 神 神 町 尻 町 の の 

の の の の の の の の の う う 

う う う う う う う う う ち ち 

ち ち ち ち ち ち ち ち ち 日 申 

桂 住 仰 北 皿 本 大 曙 の 通 

町 上 西 条 木 坂 町 谷 町 地 

福 上 住 中 

大 字 入 沖中 ’組 栄、 樅 の 木 
新 春 日 高緑 校ケ 、丘 影 駄 中 槙 北 

区 域 

福 中 

野 の う 谷本 “紅 旗 
横 逗 

台 

上、 ノ旭 一ケ 
竣 新 梓 東 

福 ち ノ 野 ・丘 春 回 

下 新 川 地 上 日 

山 佐 古 字 大 高 田 西 土 田 大 

氏 名 

之 藤 岡 都 野 門 中 同 居 村 西 

内 亀 宮 
義 太 道 順 昭 時 エ 友 利 
雄 豊 郎 子 子 豊 一 子 イ 信 康 

六
三
〇

大
字
久
万
町
の
う
ち
古
町
、
辻
上
、
辻
下
、
貯
水
場

-
大
字
丁
上
野
尻
の
、
う
ち
上
ノ
中
、
上
ノ
下
、
日
切

-
大
山
子
下
野
尻

大
字
菅
生
の
う
ち
宮
ノ
前
、
中
野
村
、
横
谷

大
字
上
畑
野
川
の
う
ち
河
ノ
内
、
明
杖

大
字
直
瀬
の
う
ち
房
代
野
、
永
子

大
字
直
瀬
の
う
ち
段
、
仲
組

大
字
直
瀬
の
う
ち
沖
、
下
沖
、
竹
屋
敷
、
古
宮
、
束

大
字
直
瀬
の
う
ち
駄
場
、
仲
通
、
吉
久
、
西
ノ
川

大
字
二
名
の
う
ち
瀬
戸
、
富
重
、
帝
石

大
字
二
名
の
う
ち
上
厚
、
中
条
、
黒
沢
、
東
条

大
字
二
名
の
う
ち
森
田
、
宮
成
、
徳
好
、
永
久

大
字
霧
降
の
う
ち
橋
著
聞
、
西
ノ
川
、
巾
・
組
、
中
村

若
宮

大
字
霧
降
落
合

大
字
父
ノ
川
大
久
保
、
馬
ノ
地

大
字
上
畑
野
川
の
う
ち
岩
川
、
宝
作
、
西
ノ
浦

大
字
下
畑
野
川
の
う
ち
上
田
、
中
村
、
河
合
、
柳
井

i
大
山
子
下
畑
野
川
の
う
ち
狩
場
、
紅
士
口
、
嵯
峨
山
、

西
峰

浮
田

守

真
木

一
男

片
山

寛
一

稲
田

恒
利

大
野
留
三
郎

菅

弘
一

石
丸

一
男

小
掠

花
恵

長
栄

久
雄

土
居

清
志

久
保

和
子

中
岡

満
子

三
輪
田
輝
光

上
岡
ツ
ヤ
子

渡
部
ヨ
シ
子

筒
井

徳

名
智

安
市

2

生
活
保
護

生
活
困
窮
者
の
た
め
の
、
「
岨
救
規
則
」

(
明
治
七
年
大
政
官
達
一
六
二
号
)
が
、
後

に
救
護
法
(
昭
和
四
年
)
と
な
り
、
市
町
村
長
が
こ
れ
の
実
施
機
関
と
な
り
救
護
費
は

国
・
県
・
町
村
の
三
者
が
分
担
し
た
。
救
護
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
極
貧
独
身
の

老
衰
者
・
廃
疾
者
・
病
人
及
び
幼
年
の
者
で
、
労
働
能
力
の
あ
る
者
、
扶
養
能
力
の

あ
る
扶
養
義
務
者
が
貧
困
者
の
親
族
の
中
に
あ
る
場
合
は
除
外
さ
れ
極
度
に
制
限
が

加
え
ら
れ
た
。
更
に
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
昭
和
一
二
年
に
は
、
軍
事
扶
助
法
と



母
子
保
護
法
、
昭
和
一
六
年
に
は

医
癒
保
護
法
、
昭
和
一
七
年
に
は

戦
時
災
害
保
護
法
等
が
次
々
と
制

定
さ
れ
た
。
昭
和
二
一
年
占
領
軍

は
公
的
扶
助
に
関
す
る
覚
書
で
、

㈲

生
活
困
窮
者
の
保
護
は
国

家
責
任

㈲

こ
の
責
任
を
国
家
以
外
の

も
の
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な

ヽ

O

㈲

困
窮
者
保
護
は
無
差
別
平

等

久万町における被保護者の推移

年 度 保護世帯 保護人員 保護率 

昭和28年 

(世帯) (人) (%) 

93 333 27.92 

30年 91 256 35.54 

35年 77 205 37.56 

40年 86 226 38.05 

45年 68 138 49.27 

50年 64 111 57.65 

55年 54 116 46.55 

60年 119 209 24.31 

63年 87 147 17.67 

平成元年 38 67 56.71 

㈲

救
護
支
給
金
額
は
、
困
窮
防
止
に
必
要
か
つ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

と
四
原
則
を
示
し
た
。

こ
れ
が
現
在
の
生
活
保
護
法
の
基
と
な
り
、
困
窮
者
対
策
を
国
が
行
う
こ
と
を

は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
二
一
年
四
月
一
日
、
政
府
は
、
生
活
困
窮
者
緊
急
生
活
援
護
要
綱
を
決
定
し
、

わ
が
国
保
護
史
上
で
大
き
く
と
り
あ
げ
て
い
る
。
生
活
保
護
法
は
、
同
年
九
月
九
日

公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
生
活
保
護
法
は
、
基
本
原
理
を

㈲

生
活
権
保
障
…
…
す
べ
て
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利

を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
根
拠
で
あ
り
、
国
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
、
お
よ
そ
生
活
に

困
窮
す
る
す
べ
て
の
国
民
を
対
象
と
す
る
と
い
う
一
般
扶
助
主
義
に
立
つ
こ
と
、
困
窮

の
程
度
に
応
じ
て
必
要
な
保
護
を
行
い
、
最
低
限
度
の
生
活
保
障
、
す
な
わ
ち
自
立
を

第
八
章

福
利
・
厚
生

助
長
す
る
ゆ
た
か
さ
を
持
つ
も
の
と
し
て
い
る
。

㈲

保
護
請
求
権
平
等
保
障
‥
‥
・
す
べ
て
の
国
民
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
要
件
を
満
す

限
り
、
無
差
別
平
等
に
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈲

他
法
優
先
…
…
現
在
、
各
種
階
層
に
適
応
す
る
多
く
の
法
律
が
あ
る
が
、
生
活
保
護

法
以
外
の
法
律
で
困
窮
者
扶
助
を
定
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
生
活
保
護
法
に
ょ
る
保
護

は
行
わ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
生
活
保
護
法
は
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
の

「
国
民
は

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」

の
規
定
す
る
理
念
に
基

づ
き
、
国
が
生
活
に
困
窮
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
、
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ

て
必
要
な
保
護
を
行
い
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自

立
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
従
来
の
公
的
救
済
制
度
は
あ
っ

た
が
、
慈
恵
的
救
済
の
制
度
で
お
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
日
の
生
活
保

護
法
は
、
保
護
を
国
民
の
権
利
と
し
て
認
め
、
国
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
生
活
に
困

窮
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
基
準
は
多
様
な
日
常
生
活
に
対
応
す
る
た
め
に
、

生
活
扶
助
を
は
じ
め
と
し
、
住
宅
・
教
育
・
医
療
・
出
産
・
生
業
・
葬
祭
の
七
つ
の

扶
助
に
分
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
各
種
の
加
算
制
度
が
あ
り
、
よ
り
細
か
な
需
要
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

保
護
の
実
施
状
況
は
、
久
万
町
で
は
昭
和
六
〇
年
度
は
一
一
九
世
帯
、
二
〇
九
人

で
人
口
に
対
す
る
比
は
二
四
・
三
一
%
と
国
・
県
の
平
均
よ
り
も
低
く
、
保
護
率
も

年
々
減
少
し
て
い
る
が
、
高
齢
者
世
帯
の
率
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

3

児
童
福
祉

昭
和
二
二
年
一
二
月
、
児
童
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
て
児
童
の
基
本
的
人
権
が
尊
重

さ
れ
、
あ
わ
せ
て
児
童
の
心
身
と
も
に
す
こ
や
か
な
育
成
を
は
か
る
こ
と
が
規
定
さ

六
三
一



第
五
編

行
政
・
財
政

れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
六
年
に
わ

が
国
の
次
代
を
背
負
う
児
童
観
を
代

表
す
る
も
の
と
し
て
児
童
憲
章
の
宣

言
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
総
則
で
は

㈲

児
童
の
基
本
的
人
権
が
尊
重

さ
れ
、
そ
の
成
長
が
確
保
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲

児
童
は
社
会
の
一
員
と
し
て

重
ん
ぜ
ら
れ
指
導
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

㈲

児
童
は
よ
い
環
境
で
育
成
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
あ
り
、
大
人
は
そ
の
よ
う
に
努

中央児童遊園地(菅生)

力
す
べ
き
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

児
童
福
祉
と
い
う
こ
と
ば
は
、
戦
後
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
孤
児
、
浮
浪
児
、

不
良
児
等
恵
ま
れ
な
い
特
殊
な
状
態
に
あ
る
児
童
を
保
護
救
済
す
る
こ
と
を
大
き
な

内
容
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
要
保
護
状
態
に
陥
る
可
能
性
の
強
い
児
童
を
未
然
に

防
止
す
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

児
童
お
よ
び
青
少
年
福
祉
の
た
め
に
は
、
児
童
の
心
身
の
発
達
に
お
そ
い
か
か
る

経
済
的
、
環
境
的
な
障
害
か
ら
安
全
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
健
や
か
な
育
成
の

た
め
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
機
会
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
公

的
な
も
の
と
私
的
機
関
が
密
接
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

児
童
福
祉
事
業
に
は
、
環
境
不
遇
児
、
精
神
障
害
児
、
身
体
障
害
児
、
問
題
児
、

六
三
二

一
般
児
童
の
保
護
、
援
護
、
指
導
が
考
え
ら
れ
る
。
公
的
な
機
関
と
し
て
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

児
童
相
談
所
…
‥
児
童
福
祉
法
に
よ
り
都
道
府
県
に
設
置
し
、
相
談
、
科
学
的
な
判
定
、

一
時
保
護
、
児
童
福
祉
施
設
へ
の
入
所
、
里
親
お
よ
び
保
護
委
託
者
へ

の
委
託
、
児
童
の
家
庭
指
導
を
行
う
。

福
祉
事
務
所
…
・
・
相
談
、
調
査
、
個
別
指
導
、
集
団
指
導
等
を
行
う
。

保

健

所
…
‥
正
し
い
衛
生
知
識
の
普
及
、
健
康
相
談
、
健
康
診
盃
、
保
健
指
導
、
療

育
相
談
、
育
成
医
癒
、
児
童
福
祉
施
設
へ
の
助
言
等
を
行
う
。

児
童
福
祉
・
社
会
福
祉
主
事
…
‥
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
の
職
員
で
児
童
の
相
談
に

応
じ
、
援
助
指
導
を
行
う
。

児
童
委
員
…
‥
民
間
の
篤
志
家
で
あ
る
民
生
委
員
が
兼
務
し
、
児
童
及
び
妊
産
婦
の
生

活
、
及
び
環
境
状
態
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
、
そ
の
保
護
、
保
健
、
福
祉

に
関
し
て
援
助
指
導
と
自
主
的
な
福
祉
活
動
を
行
う
。

児
童
福
祉
審
議
会
…
…
中
央
児
童
審
議
会
が
中
央
に
一
つ
、
都
道
府
県
児
童
審
議
会
が
各

都
道
府
県
に
一
つ
、
市
町
村
児
童
審
議
会
は
、
そ
の
設
置
が
市
町
村
の

任
意
で
あ
り
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
調
査
、
審
議
、
諮
問
に
対
す
る
答

申
、
意
見
の
具
申
を
行
い
、
更
に
読
物
、
映
画
な
ど
の
文
化
財
の
推
せ

ん
勧
告
を
行
う
。

児
童
福
祉
法
の
規
定
す
る
も
の
以
外
に
青
少
年
問
題
協
議
会
が
あ
り
、
昭
和
二
八

年
同
設
置
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
青
少
年
の
不
良
化
防
止
を
目
的
と
し
て
厚

生
、
文
部
、
労
働
、
法
務
、
警
察
等
の
連
絡
調
整
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
活
動
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈲

青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
綜
合
的
施
策
の
樹
立
に
つ
き
必

要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

㈲

綜
合
的
施
策
の
適
切
な
実
施
を
期
す
る
た
め
関
係
行
政
機
関
相
互
の
連
絡
調
整
を
図



る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

次
に
、
私
的
機
関
(
団
体
)
と
し
て
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
中
央
共
同
募
金

会
、
社
会
福
祉
事
業
振
興
会
、
日
本
し
体
不
自
由
児
協
会
、
日
本
児
童
福
祉
協
会
等

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
民
間
組
織
と
し
て
全
国
的
に
下
部
と
の
つ
な
が
り
を
持

ち
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
調
査
、
研
究
、
出
版
、
連
絡
調
整
、
募
金
、
資
金
貸
付
等

を
行
い
、
一
部
団
体
に
お
い
て
は
施
設
経
営
の
現
業
を
行
っ
て
い
る
。

児
童
福
祉
事
業
の
う
ち
、
最
も
大
き
い
分
野
を
占
め
る
も
の
と
し
て
児
童
福
祉
施

設
が
あ
る
。
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
寮
、
児
童
厚
生
施
設
、
保
育
所
、
養
護
施

設
、
精
神
薄
弱
児
施
設
及
び
精
神
薄
弱
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
施
設
、
虚
弱
児
施

設
、
し
体
不
自
由
児
施
設
、
救
護
院
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
癒
施
設
等
が
そ
れ
で
あ

る
。久

万
町
に
お
い
て
も
、
児
童
委
員
が
中
心
と
な
っ
て
児
童
福
祉
法
に
も
と
づ
く
保

護
、
相
談
、
指
導
等
に
当
た
り
関
係
機
関
と
の
連
絡
を
と
り
な
が
ら
児
童
の
福
祉
増

進
に
努
め
る
一
方
、
法
に
定
め
る
以
外
の
子
供
の
遊
び
場
設
置
や
整
備
、
Ⅴ
・
Y
・

S
運
動
の
援
助
、
児
童
の
た
め
の
環
境
整
備
な
ど
自
主
的
な
活
動
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
に
お
け
る
都
市
化
の
現
象
は
山
村
に
ま
で
進
展
し
、
児
童
の
た
め

の
自
然
の
適
当
な
遊
び
場
を
不
足
さ
せ
、
児
童
の
体
力
、
活
動
力
、
事
故
防
止
等
か

ら
も
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
人
口
の
流
動
は
近
隣
の
関
係
を
疎
遠
に
し
、
児
童
の
育
成
に
相
互
扶
助
活

動
を
低
調
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
地
域
住
民
の
地
縁
的
な
連
帯
に
よ
っ
て
愛
護
す
る

体
勢
を
整
え
、
組
織
的
に
継
続
し
た
活
動
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
り
、
子
ど
も
会
、

愛
護
班
活
動
等
を
地
域
社
会
の
人
々
の
協
力
に
よ
っ
て
、
関
係
機
関
と
団
体
の
連
携

の
も
と
に
育
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
人
章

福
利
・
厚
生

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
児
童
手
当
て
を
支
給
す
る
こ
と

に
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
健
全
な
育

成
・
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
昭
和
四
七
年
に
創
設
せ
ら
れ
、
そ
の
後

改
正
が
行
れ
、
昭
和
六
一
年
六
月
か
ら
給
付
面
に
つ
い
て
大
幅
な
制
度
改
正
が
行
わ

れ
た
。

改
正
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

第
三
子
以
降
と
な
っ
て
い
る
支
給
対
象
を
第
二
子
に
広
げ
た
。

②

中
学
校
卒
業
ま
で
と
な
っ
て
い
る
支
給
期
間
を
小
学
校
入
学
ま
で
に
短
縮
。

③

第
三
子
以
降
の
支
給
月
額
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
額
の
五
〇
〇
〇
円
、
新
た
に
支
給
対

象
と
な
る
第
二
子
は
、
二
五
〇
〇
円
と
す
る
。

児童手当支給状況

年度 支給児童数 支 給 額 

55 531 14,021,000 

60 408 12,205,000 

62 573 10,110,000 

愛護政子ども会活動
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ア

久
万
保
育
園

昭
和
二
五
年
五
月
五
日
、
久
万

町
緑
が
丘
の
佐
伯
操
が
自
宅
二
間

(
二
〇
畳
)
で
「
子
ど
も
の
家
」
を

開
設
し
た
の
が
久
万
町
に
お
け
る

保
育
事
業
の
始
ま
り
で
あ
る
。

当
時
は
、
畳
の
上
で
座
机
を
使

い
昔
の
寺
小
屋
を
思
わ
せ
る
よ
う

に
、
オ
ル
ガ
ン
一
台
が
備
え
ら
れ

て
い
た
。
「
子
ど
も
の
家
」

は
小

学
校
就
学
前
の
子
ど
も
を
対
象
と

し
、
当
時
約
一
〇
名
の
子
供
と
、

一
人
の
先
生
に
よ
っ
て
午
前
中
の

農繁期託児所(曙会館)

運
動
場
用
地

定

員

一

名

称

二

所
在
地

三

設
置
者

四

開

園

五

定

員

六

職

員

七

受
託
時
間

大
人
た
ち
は
、

な
経
験
を
つ
み
、

六
三
四

九
一
八
竜

七
五
名

(
三
歳
未
満
児
、
四
五
名
、
以
上
児

三
〇
名
)

久
万
保
育
園

上
浮
穴
郡
久
万
町
大
字
久
万
町
一
四
四
七
番
地

社
会
福
祉
法
人

育
和
会

昭
和
二
五
年
五
月
五
日

乳
幼
児

七
五
名

生
後
四
ケ
月
以
上
で
児
童
福
祉
法
に
よ
る
措

置
児
童

園
長
・
主
任
寮
母
・
保
母
・
栄
養
士
・
調
理
士
・
事
務
員
・
委
託
医

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

子
供
た
ち
に
、
よ
り
よ
い
環
境
を
整
え
、
成
長
に
応
じ
て
、
必
要

個
性
を
尊
重
し
、
健
や
か
に
の
び
の
び
し
た
子
ど
も
の
育
成
に
つ

み
開
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
子
供
が
二
〇
人
ほ
ど
に
ふ
え
、

家
が
狭
く
、
道
路
の
交
通
量
も
増
加
し
、
危
険
に
な
っ
た
の
で
、
昭
和
二
七
年
四
月
、

日
本
基
督
教
団
久
万
教
会
へ
移
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
二
九
年
一
〇
月
、
福
井
町
に

新
し
い
久
万
保
育
舎
を
竣
工
し
、
定
員
五
七
名
の
久
万
保
育
園
が
厚
生
省
の
認
可
を

受
け
た
。
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
よ
り
久
万
町
で
唯
一
の
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育

所
と
し
て
保
育
事
業
を
開
始
し
た
。
定
員
六
〇
名
、
職
員
六
名
で
保
育
事
業
を
開
始

し
た
。
昭
和
五
六
年
三
月
社
会
福
祉
法
人
育
和
会
の
設
立
が
認
可
さ
れ
た
機
会
に
老

朽
化
し
た
園
舎
を
移
転
改
築
が
計
画
さ
れ
、
現
在
の
緑
ヶ
丘
に
移
転
し
た
。
久
万
保

育
園
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

園

舎

六
〇
一
二
三
二
壷

と
め
、
多
様
な
保
育
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
乳
幼
児
保
育
・
長
時
間
保
育
・
障

害
児
保
育
、
ま
た
子
育
て
電
話
相
談
で
は
睡
眠
・
離
乳
食
・
排
泄
・
こ
と
ば
、
社
会

性
、
生
活
習
慣
の
自
立
、
そ
の
他
、
育
児
教
室
、
地
域
行
事
へ
の
協
力
も
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
。

イ

へ
ぎ
地
保
育
所

昭
和
三
七
年
一
〇
月
に
は
、
山
間
へ
き
地
の
恵
ま
れ
な
い
児
童
の
た
め
に
へ
き
地

保
育
所
が
久
万
町
大
字
二
名
に
二
名
へ
き
地
保
育
所
(
定
員
三
五
名
)
と
し
て
設
置
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
九
年
四
月
に
は
明
神
へ
き
地
保
育
所
(
定
員
四
五
名
)
、
昭

和
四
〇
年
一
〇
月
に
は
、
直
瀬
へ
き
地
保
育
所
(
定
員
五
〇
名
)
、
昭
和
四
一
年
に
は

霧
降
へ
き
地
保
育
所
(
定
員
五
〇
名
)
、
昭
和
四
二
年
四
月
に
は
、
畑
野
川
へ
き
地
保

育
所
(
定
員
五
〇
名
)
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
設
置
さ
れ
た
。
昭
和
五
三
年
四
月
一
日
か
ら
直

瀬
へ
き
地
保
育
所
、
畑
野
川
へ
き
地
保
育
所
、
明
神
へ
き
地
保
育
所
が
幼
稚
園
と
な



り
、
久
万
町
の
移
動
福
祉
事
業
は
ま
す
ま
す
充
実
し
て
い
っ
た
。

農
繁
期
季
節
保
育
所
(
託
児
所
)

地
域
に
よ
っ
て
は
、
農
繁
期
(
特
に
田
植
時
期
)
の
幼
児
安
全
対
策
と
し
て
季
節
保

育
所
を
開
設
し
て
い
た
。
そ
の
対
象
者
は
一
歳
か
ら
保
育
所
(
以
前
は
幼
児
学
級
)
入

所
前
ま
で
の
幼
児
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
話
は
、
近
所
の
篤
志
婦
人
三
、
四
名
が
毎
日

交
替
で
行
い
、
農
繁
期
最
中
の
二
〇
日
間
ぐ
ら
い
開
設
し
て
い
た
が
稲
作
経
営
の
近

代
化
・
合
理
化
等
、
又
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
見
る
影
も
無
く
な
っ
た
。

ウ

児
童
遊
園
地

児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
に
は
、
家
庭
の
健
全
化
は
も
と
よ
り
、
地
域
社
会

に
お
い
て
も
、
児
童
を
危
険
な
場
所
か
ら
守
り
、
健
全
な
遊
び
場
を
与
え
る
こ
と
な

ど
、
生
活
環
境
の
浄
化
等
、
児
童
の
育
成
環
境
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

町
内
各
地
に
子
供
た
ち
の
楽
し
い
遊

び
場
と
し
て
、
昭
和
三
六
年
頃
か
ら

「
児
童
遊
園
地
」

「
ち
び
っ
こ
広
場
」

な
ど
が
設
置
さ
れ
た
。

菅
生
総
門
橋
の
襖
に
遊
園
地
を
設

置
し
た
の
は
昭
和
三
六
年
で
あ
る
。

こ
こ
は
約
一
〇
〇
〇
平
方
㍍
の
広
場

で
ブ
ラ
ン
コ
・
鉄
棒
・
ス
ベ
リ
台
・

シ
ー
ソ
ー
等
が
設
置
さ
れ
、
子
ど
も

た
ち
の
い
こ
い
の
場
所
に
な
っ
て
い

る
。
昭
和
四
二
年
八
月
に
は
藤
棚
が

作
ら
れ
、
又
町
内
篤
志
家
の
寄
贈
で

第
人
章

福
利
・
厚
生

児童遊園地

植
樹
(
二
二
本
)
さ
れ
情
緒
あ

る
遊
園
地
と
し
て
、
地
域
の

「
盆
お
ど
り
大
会
」
・
ク
ロ
ッ

ケ
ー
の
練
習
場
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
る
。

現
在
の
児
童
遊
園
地
と
そ
の

施
設
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

エ

∨
・
Y
・
S

愛
媛
県
民
生
部
は
、
昭
和
二

六
年
か
ら
、
友
愛
、
奉
仕
、
理

想
の
三
綱
領
の
も
と
に
、
若
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
子
ど
も

の
集
団
指
導
、
明
る
い
社
会
づ

く
り
運
動
を
進
め
、
児
童
福
祉

に
大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

久
万
町
で
も
上
浮
穴
高
等
学
校

Ⅴ
・
Y
・
S
(
高
校
生
に
よ
る
グ

ル
ー
プ
)
と
久
万
町
Ⅴ
・
Y
・

S

(
一
般
青
年
グ
ル
ー
プ
)

が
あ

り
、
町
内
の
児
童
遊
園
地
、
子

ど
も
の
遊
び
場
の
整
備
、
観
光

地
清
掃
、
子
ど
も
会
の
集
団
指

導
・
児
童
福
祉
施
設
・
老
人

児童遊園地とその施設

児童遊園地の名称 場 所 面 積 遊具数 児童遊園地の名称 場 所 面 積 遊具数 

明神児童遊園地 東明神 
壷 点 

上直瀬児童遊園地 直 瀬 

壷 点 

400.00 6 600.00 6 

新開、梶山児童遊園地 入 野 115.70 5 五社神社ちびっこ広場 直 瀬 99.17 3 

春日台ちびっこ広場 入 野 320.00 4 直瀬中組ちびっこ広場 直 瀬 60.00 4 

入野館ちびっこ広場 入 野 55.00 3 直瀬段児童遊園地 直 瀬 600.00 5 

旭ヶ丘ちびっこ広場 久万町 90.00 5 永徳児童遊園地 二 名 582.00 6 

笛ケ滝児童遊園地 久万町 600.00 5 帝石ちびっこ広場 二 名 55.00 4 

野尻児童遊園地 上野尻 545,45 5 二名児童遊園地 二 名 500.00 6 

上野尻ちびっこ広場 上野尻 60.00 4 落合児童遊園地 霧 降 610.00 6 

中央児童遊園地 菅 生 1,652.89 6 霧降児童遊園地 霧 降 500.00 6 

畑野川児童遊園地 下畑野川 400.00 6 中村ちびっこ広場 露 峰 50.00 4 

住吉児童遊園地 下畑野月i 525.00 5 合 計(21ヶ所) 8,420.21 

六
三
五



第
五
編

行
政
・
財
政

ホ
ー
ム
慰
問
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
。

オ

愛
媛
県
青
少
年
保
護
条
例

昭
和
四
三
年
四
月
一
日
、
愛
媛
県
青
少
年
保
護
条
例
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
条
例

で
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
か
ら
、
青
少
年
を

保
護
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
す
べ
て
の
お
と
な
が

そ
の
自
覚
と
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
条
例
は
、

青
少
年
そ
の
も
の
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
お
と
な
が
、
社
会
人

と
し
て
の
共
通
な
連
帯
意
識
と
責
任
に
お
い
て
、
そ
の
姿
勢
を
正
し
、
青
少
年
の
指

導
に
あ
た
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

4

母
子
福
祉

「
母
子
福
祉
対
策
要
綱
」
が
、
昭
和
二
四
年
に
決
定
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、

福
祉
事
務
所
に
母
子
相
談
員
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
母
子
家
庭
の
相
談
指
導
に
当

た
っ
て
き
た
。

久
万
地
区
で
は
、
こ
れ
よ
り
一
年
前
の
昭
和
二
三
年
に
婦
人
更
生
会
が
結
成
さ
れ
、

未
亡
人
が
慰
め
励
ま
し
合
う
自
主
的
団
体
と
し
て
誕
生
し
た
。
相
次
い
で
川
瀬
地
区

婦
人
更
生
会
、
父
二
峰
地
区
婦
人
更
生
会
が
つ
く
ら
れ
た
。
昭
和
二
七
年
ご
ろ
そ
の

名
称
は
未
亡
人
会
に
か
わ
り
、
そ
の
後
、
昭
和
三
九
年
四
月
一
日
か
ら
久
万
町
婦
人

更
生
会
と
し
て
戦
争
未
亡
人
を
中
心
と
し
た
組
織
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
町
村
合

併
に
伴
い
、
久
万
町
母
子
福
祉
会
と
な
り
、
更
に
寡
婦
を
も
含
む
久
万
町
母
子
寡
婦

福
祉
会
と
し
て
発
展
し
た
。
昭
和
三
九
年
七
月
一
日
か
ら
母
子
福
祉
法
が
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
母
子
福
祉
は
い
っ
そ
う
充
実
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
六
年

六
月
の
改
正
法
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
七
年
四
月
か
ら
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
と

改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
母
子
家
庭
の
母
及
び
児
童
の
経
済
的
自
立
助
成
等
の
た
め
の
、

六
三
六

母
子
福
祉
賃
金
の
貸
し
付
け
、
母
子
相
談
員
に
よ
る
生
活
相
談
等
の
施
策
が
行
わ
れ
、

母
子
家
庭
の
生
活
の
安
定
福
祉
の
向
上
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寡
婦
に
つ
い

て
も
子
が
成
人
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
家
庭
の
経
済
的
・
社
会
的
な

自
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
近
年
の
核
家
族
化
の
進
行
等
で
自
立
化
は

ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
積
極
的
な
施
策
の

充
実
を
図
っ
て
い
る
。
昭
和
三
四
年
一
一
月
か
ら
国
民
年
金
法
で
支
給
さ
れ
る
母
子

年
金
、
昭
和
三
七
年
一
月
か
ら
は
児
童
手
当
の
支
給
が
開
始
さ
れ
、
現
在
で
は
対
象

児
童
一
人
当
た
り
月
額
三
万
四
〇
〇
〇
円
、
二
人
の
場
合
は
三
万
九
〇
〇
〇
円
、
一

人
増
え
る
ご
と
に
二
〇
〇
〇
円
加
算
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
九
年
一
〇
月
か
ら
は
母

子
医
療
の
無
料
化
、
そ
の
他
三
一
種
類
の
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
事
業
等
の
経
済
的

安
定
を
図
っ
て
い
る
。
一
方
母
子
寡
婦
福
祉
会
を
中
心
と
し
て
、
母
子
児
童
キ
ャ
ン

プ
、
母
子
の
一
日
旅
行
、
暮
ら
し
の
教
室
、
優
良
母
親
表
彰
、
母
子
福
祉
の
研
修
会

へ
の
参
加
、
母
親
の
就
職
、
子
ど
も
の
教
育
等
の
相
談
事
業
、
売
店
、
食
堂
等
の
職

場
開
拓
を
南
門
頼
子
会
長
の
積
極
的
な
指
導
も
あ
っ
て
活
力
あ
る
福
祉
会
の
活
動
が

行
れ
、
母
子
寡
婦
家
庭
の
福
祉
の
推
進
が
図
ら
れ
て
い
る
。

歴
代

母
子
(
寡
婦
)
福
祉
会
長
は
左
記
の
と
お
り
。

桝 篠 
I・」。一 

氏 名 

局 干 

門 頼 

井 浦 都 
チ キ 宮 

ス カ 

ク 
蚕 

子 エ 

東 露 久 西 住 
明 万 明 

峰 所 神 町 神 

昭 昭 昭 昭 

就 任 

和 和 和 和 

四 
一 .●●」一〇 

四 一 ノヽ 

年 月 

年 年 年 年 
四 四 四 四 

月 月 月 月 

日 日 日 日 日 

現 在 

昭 昭 昭 
退 

和 和 和 
四 四 

任 
四 六 

竺 竺 竺 年 

雪 亘 雪 月 

日 
日 日 日 
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老
人
福
祉

人
口
の
高
齢
化
は
、
公
衆
衛
生
、
医
学
の
進
歩
、
生
活
環
境
の
改
善
な
ど
に
よ
っ

て
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
老
人
福
祉
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
き
た
背
景
に
は
、

こ
の
よ
う
な
人
口
構
造
の
高
齢
化
や
、
平
均
寿
命
の
延
長
な
ど
に
伴
う
老
人
人
口

福祉年金額の改正経過 (単位 円)

種別 改正年度 
老齢福祉年金 障害福祉年金 母子福祉年金 準母子福祉年金 

昭和34年11月分から 12,000 18,000 12,000 12,000 

′I40年9月分から 15,600 24,000 18,000 18,000 

II45年10月分から 24,000 37,200 31,200 31,200 

II50年10月分から 144,000 216,000 187,200 187,200 

II55年8月分から 270,000 405,000 351,600 351,600 

II60年6月分から 318,000 477,600 414,000 414,000 

II62年4月分から 328,800 

福祉年金受給者状況 (単位 千円)

種 別 老 齢 障 害 母 子 準母子 
合計件数 支払金額 

年 度 福祉年金 福祉年金 福祉年金 福祉年金 

昭和34年 

件 490 件 60 件 58 件 0 

件 554 2,176 

35 614 7,771 

40 637 64 27 0 728 19,626 

45 748 87 4 0 839 16,942 

50 839 95 0 0 934 97,337 

55 580 87 0 0 667 161,243 

60 371 75 0 0 447 147,610 

62 297 0 0 0 297 96,292 

〔母子(準)福祉年金〕

※ 障害福祉年金は61年4月より障害基礎年金に裁定替

〔遺族基礎年金〕

第
人
章

福
利
・
厚
生

の
増
加
が
あ
る
。
ま
た
、
時
代
の
流
れ
と
社
会
生
活
の
変
化
に
伴
っ
て
、
世
帯
の
核

家
族
化
が
進
み
扶
養
意
識
が
減
退
し
、
老
人
階
層
が
社
会
的
に
孤
立
化
し
っ
つ
あ

る
。古

代
の
棄
老
、
中
世
の
養
老
か
ら
近
世
の
敬
老
へ
と
老
人
に
対
す
る
見
方
は
歴
史

的
に
変
遷
し
て
い
る
が
、
現
代
の
老
人
福
祉
対
策
は
、
老
後
の
生
活
・
健
康
・
い
き

が
い
等
の
増
進
を
は
か
る
た
め
幅
広
い
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

老
人
は
、
多
年
に
わ
た
り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て
き
た
者
と
し
て
広
く
敬
愛
さ

れ
、
か
つ
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
老
人
自

ら
も
、
心
身
の
健
康
を
保
持
し
、
知
識
と
長
年
つ
ち
か
っ
て
き
た
経
験
を
社
会
に
役

立
た
せ
る
努
力
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
昭
和
三
八
年
七
月
一
一
日

「
老
人
福

祉
法
」
が
制
定
さ
れ
、
同
年
八
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
一
年
か

ら
、
「
敬
老
の
日
」

(
九
月
一
五
日
)
が
国
民
の
祝
日
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

最
近
、
我
が
国
は
長
寿
社
会
が
実
現
し
、
人
生
八
〇
年
代
を
迎
え
た
。

六
五
歳
以
上
の
老
齢
人
口
は
、
昭
和
六
二
年
に
一
三
三
二
万
人
に
達
し
、
総
人
口

の
一
〇
・
九
%
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
後
、
我
が
国
は
六
五
歳
以
上
の
老
齢
人
口
の
大
幅
な
増
加
が
続
き
、
二
〇
〇
〇

年
に
は
、
二
一
三
四
万
人
に
達
し
、
総
人
口
の
一
六
・
三
%
を
占
め
る
よ
う
に
な
り

現
在
の
西
欧
諸
国
の
人
口
高
齢
化
の
水
準
並
み
に
な
る
。
更
に
二
〇
二
〇
年
に
は
三

一
八
八
万
人
に
達
し
総
人
口
の
二
三
・
六
%
を
占
め
、
世
界
一
の
高
い
高
齢
化
社
会

が
到
来
す
る
。

県
下
で
は
既
に
老
齢
人
口
は
昭
和
六
三
年
に
一
四
%
に
達
し
、
上
浮
穴
郡
は
平
成

元
年
四
月
一
日
で
四
五
六
六
人
で
高
齢
化
率
は
二
一
・
三
%
で
郡
部
で
は
一
位
に

な
っ
て
い
る
。
久
万
町
は
、
人
口
八
三
一
八
人
、
六
五
歳
以
上
の
人
口
は
、
一
七
七

六
三
七



我が国の総人口に占める65歳以上人口比率の推移

第
五
編

行
政
・
財
政

年 次 総 人 口 A 65歳以上人口B 比 率 B/A 

実 績 

昭和25年 84,115千人 4,155千人 4.9 % 

30年 90,077 4,786 5,3 

35年 94,302 5,398 5.7 

40年 99,209 6,236 6.3 

45年 104,665 7,393 7.1 

50年 111,940 8,865 7.9 

55年 117,060 10,647 9.1 

56年 117,884 11,009 9,3 

57年 118,693 11,350 9.6 

58年 119,470 11,660 9.8 

59年 120,235 11,956 9.9 

60年 121タ049 12,472 10,3 

推 計 

65年 124,225 14,819 11.9 

70年 127,565 18,009 14.1 

75年 131,192 21,338 16.3 

80年 134,247 24,195 18.0 

85年 135,823 27,104 20.0 

90年 135,938 30,643 22.5 

95年 135,304 31,880 23.6 

昭和55年まで及び昭和60年は総理府(統計局) 「国勢調査」

昭和56、 57、 58、 59年は総理府(統計局)推計

昭和65年以降は厚生省(人口問題研究所)推計(昭和61年12

月推計)

本県の総人口に占める65歳以上人口比率の推移

年 次 総 人 口 A 65歳以上人口B 比 率 B/A 

昭和35年 1,500タ687人 107,652人 7.2 % 

40II 1,446,384 118,824 8.2 

45II 1,418,124 1・33,212 9.4 

50II l,465,215 152,344 10.4 

55II 1,506,637 176,188 11.6 

56II 1,505,118 178,504 1l.9 

57II 1,506,376 184,787 12.3 

58II 1,510,302 186,019 12.3 

59II 1,512,258 190,844 12.6 

60II 1,529,983 198タ044 12.9 

61II 1,539,255 202,147 13.1 

62II 1,539,828 208,489 13.5 

63II 1,536,234 214,670 14.0 

注 統計情報課推計及び高齢者福祉課調

一
人
で
比
率
は
二
一
・
三
%
で
、
既
に
国
で
の
昭
和
八
五
̃
九
〇
年
代
の
高
齢
時
代

に
突
入
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
要
援
護
老
人
も
年
々
増
加
し
て
い
る
。
町
内
で
も
ひ
と
り
暮
ら
し
の

老
人
は
一
四
九
名
、
ね
た
き
り
老
人
二
一
人
、
虚
弱
老
人
在
宅
者
は
人
名
に
な
っ
て

い
る
。ア

今
後
の
老
人
福
祉
対
策
の
方
向

高
齢
者
の
増
加
、
核
家
族
化
、
女
性
の
社
会
進
出
、
扶
養
意
識
の
変
化
等
に
よ
り
、

家
庭
の
介
護
能
力
は
、
低
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
在
宅
の
介
護
が
困

難
な
老
人
を
対
象
に
施
設
の
整
備
充
実
を
図
る
と
と
も
に
在
宅
の
高
齢
者
に
対
す
る

介
護
ニ
ー
ズ
等
に
適
切
に
対
応
で
き
る
諸
施
策
の
確
立
を
図
る
こ
と
が
行
政
の
最
大

の
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

イ

家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業

心
身
の
障
害
及
び
傷
病
等
の
た
め
日
常
生
活
に
支
障
が
あ
る
お
お
む
ね
六
五
歳
以

上
の
者
が
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
家
庭
奉
仕
員
(
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
し
を
派
遣
し
て
日

常
生
活
の
お
世
話
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
人
が
健
全
で
安
ら
か
な
在
宅
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
援
助
し
て
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的



と
し
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
家
事
・
介
護
に
関
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
は
介
護
に
重

点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
他
生
活
、
身
上
に
関
す
る
相
談
・
助
言

上浮穴郡町村別老人人口の推移

25 年 30 年 35 年 40 年 45 年 50 年 55 年 60 年 

久万町 

人 口 14,834 15,140 14,291 12,568 10,482 9,364 8,802 8,309 

65歳以上 (1,239) 899 1,007 1,071 1,202 1,342 1,423 1,580 

率 (8.4) 5.9 7.0 8.5 11.5 14,3 16.2 19.0 

面河村 

人 口 5,012 4,764 4,500 3,273 2,384 1,732 1,464 1,323 

65歳以上 (422) 299 306 319 314 295 290 302 

率 (8.4) 6.3 6.8 9.7 13.2 17.0 19.8 22.8 

美川村 

人 口 11,821 9,587 8,348 7,111 5,383 4,400 3,718 3,217 

65歳以上 (1,195) 689 725 717 703 672 708 765 

率 (10.1) 7.2 8.7 10.1 13.1 15.3 19.0 23.8 

柳谷村 

人 口 4,703 6,653 5,757 4,630 3,183 2,518 2,241 1,911 

65歳以上 (456) 452 481 489 485 465 471 490 

率 (9.7) 6.8 8.4 10.6 15.2 18.5 2l.0 25.6 

小田町 

人 口 10,978 11,221 10,537 8,501 7,002 5,965 5タ439 4,981 

65歳以上 (1,041) 736 753 788 817 869 931 962 

率 (9.5) 6.6 7.1 9.3 11.7 14.6 17.1 19.3 

計 

人 口 47,348 47,365 43,433 36,083 28,434 23,979 21,664 19,741 

65歳以上 (4,353) 3,075 3,272 3,384 3,521 3,643 3,823 4,099 

率 (9.2) 6.5 7.5 9.4 12.4 15.2 17.6 20.8 

注 ①資料:国勢調査 ②単位:人口及び65歳以上=人、率=% ③25年の( )は61歳

以上 ④25年の旧中津村分は美川村に算入

と
な
っ
て
い
る
。
派
遣
費
用
は
久
万
町
で
は
従
来
か
ら
無
料
と
な
っ
て
い
る
が
、
将

来
は
所
得
に
応
じ
た
費
用
負
担
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
1
は
昭
和
六
一
年
度
ま
で
は
常
勤
二
名
で
あ
っ
た
が
ニ
ー
ズ
に
応

じ
て
六
二
年
度
か
ら
非
常
勤
四
名
を
増
員
し
て
各
地
区
ご
と
に
配
置
し
、
自
宅
か
ら

の
隔
日
勤
務
体
勢
を
採
用
る
す
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

ウ

老
人
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
等

ね
た
き
り
老
人
や
ひ
と
り
暮
し
老
人
等
に
対
し
、
特
殊
寝
台
等
の
日
常
生
活
用
具

を
給
付
又
は
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

老齢人口比率(平成元. 4. 1高齢者福祉課調)

順位 都市名等 人 口 ① 65歳以上人口 比率②/① 

1 (21) 

上浮穴郡 人 19,542 人 4,566 

% 

23.4 

久万町 8,318 1,771 21.3 

(13) 面河村 1,229 301 24.5 

(10) 美)帖寸 3,174 797 25.1 

(3) 柳谷村 1,922 538 28.0 

(16) 小田町 4,899 1,159 23.7 

2 東宇和郡 42,871 8,715 20.3 

3 西宇和郡 39,817 7,820 19.6 

4 北宇和郡 58,824 11,548 19.6 

5 越智郡 82,467 16,064 19.5 

愛 媛 県 1,533,655 222,723 14.5 

し
て
い
る
。
品
目
は
特

殊
寝
台
、
マ

ッ
ト
レ

ス
、
エ
ア
ー
パ
ッ
ト
、

火
災
警
報
器
等
の
貸
与

を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
ね
た
き
り
老
人
家

庭
に
は
部
屋
の
改
築
、

設
備
の
増
設
に
伴
う
補

助
制
度
も
県
単
事
業
と

し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
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工

在
宅
老
人
短
期
保
護
(
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
)
事
業

ね
た
き
り
老
人
等
を
介
護
し
て
い
る
家
族
が
一
時
的
に
居
宅
で
介
護
が
困
難
と

な
っ
た
場
合
短
期
間
(
原
則
と
し
て
七
日
以
内
)
老
人
ホ
ー
ム
に
保
護
す
る
こ
と
に

六
四
〇

よ
っ
て
介
護
家
族
等
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
家
族
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
目
的
で

昭
和
六
二
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。
事
業
開
始
当
初
は
啓
発
不
足
で
利
用
者
が
少

な
か
っ
た
が
、
次
第
に
事
業
に
対
す
る
理
解
も
得
て
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
。
唯

受
入
の
ホ
ー
ム
が
郡
内
に
特
養
施
設
が
な
い
の
で
松
山
市
の
施
設
を
利
用
す
る

要援護老人の状況調(平成元年4月1日)

1 ひとり暮らし老人の状況(ねたきり者を除く。)

年齢別ひとり暮らし老人の状況 

65 歳 以 上 70 歳 以 上 75 歳 以 上 80 歳 以 上 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

久万町 25 124 149 24 109 133 20 70 90 7 29 36 

面河村 2 19 21 2 19 21 2 15 17 1 7 8 

美川村 15 80 95 12 56 68 9 33 42 3 22 25 

柳谷村 16 36 52 13 32 45 8 16 24 4 9 13 

小田町 20 86 106 25 70 95 11 41 52 7 17 24 

計 78 345 423 76 286 362 50 175 225 22 84 106 

2 ねたきり老人の状況

年齢別ねたきり老人の状況 

65 歳 以 上 70 歳 以 上 75 歳 以 上 80 歳 以 上 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

久万町 9 12 21 8 11 19 8 11 19 6 11 17 

面河村 7 2 9 6 2 8 6 1 7 2 1 3 

美川村 6 8 14 8 3 14 5 7 12 3 6 9 

柳谷村 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 

小田町 16 16 32 12 16 28 11 15 26 4 15 19 

計 38 42 30 32 41 73 30 38 68 15 37 52 

こ
と
に
な
り
不
便
を
き
た
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
ね
た
き
り
老
人
等
と
こ
れ
を
介
護
し
て
い
る
家
族
を
短
期
間
老
人

ホ
ー
ム
に
入
所
宿
泊
さ
せ
、
ね
た
き
り
老
人
等
に
対
し
て
日
常
動
作
訓
練
、
介

護
の
仕
方
な
ど
を
行
う
ホ
ー
ム
ケ
ア
促
進
事
業
、
在
宅
の
虚
弱
老
人
や
ね
た
き

り
老
人
を
一
日
預
か
る
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
、
将
来
に
向
か
っ
て
対
応
す

る
こ
と
が
在
宅
福
祉
の
推
進
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

3 虚弱老人(65歳以上の在宅者)の状況

痴呆症状 寝込み 
計 

あ り が ち 

久万町 2 6 8 

面河村 4 6 10 

美川村 5 9 14 

柳谷村 4 9 13 

小田町 15 13 28 

計 30 43 73 
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オ

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
調
整
チ
ー
ム

高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
個
々
の
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
見
合
う
最
も

適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
保
健
・
福
祉
、
医
療
等
に
係
る
各
種
サ
ー
ビ
ス

を
総
合
的
に
調
整
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
昭
和
六
二
年
度
に
設
置
さ
れ
た
。
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
・
保
健
婦
を
中
心
に
、
保
健
所
・
県
福
祉
課
の
指
導
を
受
け
な
が
ら

個
々
の
老
人
の
処
遇
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

カ

保
健
・
福
祉
、
医
療
各
種
施
策
の
総
合
的
推
進

増
大
す
る
高
齢
者
の
ー
丁
ズ
に
有
効
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
保
健
・
福
祉
、

医
蕨
等
の
各
施
策
の
調
整
を
図
る
た
め
保
健
所
単
位
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
久
万
保

健
所
管
内
に
お
い
て
は
、
高
齢
社
会
の
中
で
、
痴
呆
性
老
人
対
策
を
本
会
議
の
重
要

議
題
に
位
置
づ
げ
、
痴
呆
性
老
人
ニ
ー
ズ
実
態
調
査
を
実
施
し
て
、
本
格
的
な
対
策

を
講
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

キ

老
人
ク
ラ
ブ

戦
後
は
、
老
後
の
生
活
を
子
供
に
頼
る
と
い
っ
た
家
族
制
度
は
す
た
れ
、
だ
ん
だ

ん
核
家
族
と
な
っ
た
。

高
齢
に
よ
る
身
体
の
欠
陥
、
生
活
手
段
の
喪
失
等
は
孤
独
を
生
み
、
経
済
的
、
精

神
的
な
不
安
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
農
村
で
は
若
い
働
き
手
が
都
会
へ
流
出

し
、
ま
す
ま
す
高
齢
化
を
早
め
る
結
果
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
自
ら
の
老
後
を
健
全
で
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
自
主
的
な

組
織
で
、
老
人
ク
ラ
ブ
は
昭
和
二
五
年
大
阪
で
結
成
さ
れ
、
続
い
て
昭
和
二
八
年
か

ら
東
京
都
に
お
い
て
実
験
的
に
始
め
ら
れ
た
。
久
万
町
で
は
昭
和
三
二
年
、
久
万
老

人
ク
ラ
ブ
が
い
ち
早
く
誕
生
し
、
次
々
と
各
地
で
結
成
さ
れ
た
。
活
動
内
容
も
老
人

の
教
養
の
向
上
、
ね
た
き
り
老
人
、
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
訪
問
、
清
掃
奉
仕
、
地
域
美

六
四
二

化
運
動
等
社
会
奉
仕
活
動
を
通
じ
て
老
人
の
社
会
活
動
を
充
実
し
、
地
域
社
会
の
構

成
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
老
人
の
自
主
的
、
積
極
的
な
活
動
の
場
と
し
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
年
に
よ
っ
て
活
動
内
容
も
相
違
す
る
が
、
毎
年
一

回
の
総
会
、
年
数
回
の
役
員
会
、
講
演
会
、
研
修
旅
行
、
健
康
講
座
、
子
供
の
遊
び

場
の
清
掃
、
神
社
仏
閣
の
清
掃
、
ポ
ー
キ
、
ぞ
う
き
ん
を
施
設
や
学
校
へ
寄
贈
、
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
ク
ロ
ッ
ケ
大
会
の
開
催
な
ど
地
域
で
の
活
躍
も
め
ざ
ま
し
く
、

大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
に
は
国
・
県
・
町
か
ら
の
助
成
も
一
〇
〇
万
円
を
越
え

久万町老人クラブ (平成元年3月)

ク ラ ブの名称 
結成 年度 

会 員 数 
会 長 名 

男 女 計 

明神第一老人クラブ 32.8 23 37 60 鈴 木 政 美 

明神第二老人クラブ 32.8 21 37 58 泉 清 

明神第三老人クラブ 32.8 19 34 53 渡 部 綱 賀 

久 万 上 高 砂 会 32.6 31 41 72 山 下 岩 男 

久 万 中 高 砂 会 32.6 28 31 59 露 口 虎
- 

久 万 下 高 砂 会 32.6 27 42 69 稲 田 始 

野 尻 明 友 会 39.9 45 60 105 山 本 博 行 

畑野川北老人クラブ 32.8 41 45 86 稲 田 実 

畑野川南老人クラブ 32.8 36 38 74 渡 部 伸 

畑野川東老人クラブ 32.8 45 62 107 渡 辺 岸 虎 

畑野川西老人クラブ 32.8 42 54 96 渡 辺 清 孝 

直 瀬北長寿 会 32.2 29 45 74 小 川 常三郎 

直 瀬南 長 寿 会 32.2 50 72 122 小 椋 秀 雄 

下 直 瀬 朗 生 会 33.4 33 53 86 曽 我 定 之 

二 名 明 生 会 34.9 31 53 84 岩 口 進 

霧 降 老 松 会 34.11 38 29 67 恩 地 義
一 

計 16クラブ 535 733 1,272 

久万町老人クラブ連合会 会 長 山 本 博 行

婦人部長 国 越 不二子



る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
他
助
成
事
業
と
し
て
、
生
き
が
い
と
創
造
の
事
業
、
社
会

参
加
モ
デ
ル
事
業
等
組
織
の
育
成
・
創
造
活
動
・
伝
承
活
動
・
地
域
交
流
活
動
・
生

産
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
老
人
層

の
役
割
を
果
た
す
た
め
の
老
人
の
自
主
的
積
極
的
な
活
動
の
場
と
し
て
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
て
い
る
。

昭
和
四
三
年
四
月
に
は
、
久
万
老
人
ク
ラ
ブ
、
明
神
老
人
ク
ラ
ブ
、
野
尻
明
友
会
、

畑
野
川
と
し
よ
り
会
、
下
直
瀬
と
し
よ
り
会
、
上
直
願
と
し
よ
り
会
、
露
峰
老
松
会
、

二
名
明
生
会
等
八
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
数
九
二
九
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
高
齢
化

時
代
を
迎
え
、
会
員
数
も
増
加
し
、
よ
り
地
域
に
密
着
し
た
活
動
が
活
発
化
し
て
、

ク
ラ
ブ
部
数
も
増
加
し
、
現
在
一
六
ク
ラ
ブ
に
な
っ
た
。
ま
た
会
員
の
中
で
も
女
性

の
数
が
男
性
を
上
廻
り
、
昭
和
六
二
年
度
に
は
、
各
ク
ラ
ブ
の
中
に
婦
人
部
が
結
成

さ
れ
、
婦
人
な
ら
で
は
の
活
動
も
行
わ
れ
て
い
る
。
町
単
位
で
は
こ
れ
ら
を
統
括
す

る
久
万
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
を
結
成
し
て
い
る
。

ク

敬

老

会

久
万
町
の
敬
老
会
は
、
公
民
館
区
域
を
単
位
と
し
て
、
各
地
域
に
合
っ
た
行
事
を

実
施
し
て
い
る
。
地
域
婦
人
会
、
青
年
団
、
公
民
館
が
中
心
と
な
り
、
と
し
よ
り
の

た
め
の
一
日
を
設
け
て
い
る
が
地
域
に
よ
っ
て
行
事
の
日
が
異
な
っ
て
い
る
。

川
瀬
・
明
神
地
区
で
は
四
月
二
九
日
(
昭
和
天
皇
誕
生
日
)
と
し
、
上
・
下
直
瀬
、

上
・
下
畑
野
川
の
各
公
民
館
、
明
神
は
明
神
小
学
校
講
堂
で
、
久
万
地
区
は
、
久
万

が
町
民
館
、
野
尻
が
同
公
民
館
で
、
父
二
峰
地
区
で
は
、
二
名
、
露
峰
、
父
野
川
、

落
合
の
各
公
民
館
で
九
月
一
五
日
に
行
う
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
町
で
は
敬
老

会
の
た
め
七
五
歳
以
上
の
と
し
よ
り
一
人
に
対
し
て
、
平
成
元
年
度
は
一
人
当
た
り

一
五
〇
〇
円
を
補
助
し
て
い
る
。
久
万
町
及
び
久
万
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
毎
年

第
人
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高
齢
者
に
対
し
て
家
庭
を
訪
問
し
て
記
念
品
を
贈
り
長
寿
を
祝
っ
て
い
る
。

6

身
体
障
害
者
福
祉

身
体
に
障
害
が
あ
り
、
正
常
な
社
会
生
活
を
営
む
能
力
に
欠
け
る
身
体
障
害
者
の

た
め
に
、
昭
和
二
四
年
一
二
月
に
身
体
障
害
者
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
、
更
生
の
た
め

に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

久
万
町
で
は
昭
和
四
三
年
四
月
末
で
一
九
二
名
が
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
が
現
在
で
は
一
五
〇
名
が
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
。
昭

和
四
二
年
の
法
改
正
に
よ
り
内
部
障
害
者
も
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
の
で
、
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
も
含
め
て
身
体
に
何
ら
か
の
障
害
の
あ
る
者
を
含
め
る
と
、

そ
の
実
数
は
二
五
〇
名
に
も
達
す
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
と
も
、
身
体
障
害
者
の
発

見
と
更
生
指
導
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
激
増
す
る
交
通
事
故
に
よ
る
障
害
者

対
策
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
下
の
身
体
障
害
者
更
生
援
護
は
、
年
々
充
実
し
て
い
る
が
、
障
害
者
の
社
会
復

帰
に
住
民
の
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
対
策
が
望
ま
し
い
し
、
障
害
者
と
健
常
者

の
交
流
の
機
会
を
図
る
た
め
、
「
友
愛
の
つ
ど
い
」
等
毎
年
開
催
し
て
い
る
。

知
能
が
低
い
精
神
薄
弱
に
つ
い
て
も
久
万
保
健
所
が
中
心
に
な
っ
て
、
専
門
的
な

相
談
、
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ア

久
万
町
身
体
障
害
者
福
祉
会

同
じ
境
遇
に
あ
る
障
害
者
の
自
立
的
な
組
織
と
し
て
、
昭
和
四
二
年
二
月
久
万
町

身
体
障
害
者
福
祉
会
を
結
成
し
、
会
員
の
親
睦
を
は
か
り
、
自
ら
が
更
生
の
た
め
に

努
力
し
、
も
っ
て
社
会
に
貢
献
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

初
代
会
長

大
野
輝
光
、
現
在
の
会
長
は
大
西
美
佐
雄

現
在
会
員
数
、
二
七
名
で
中
四
国
・
県
の
身
体
障
害
者
福
祉
大
会
等
に
積
極
的

六
四
三



第
五
縞

行
政
・
財
政

に
参
加
し
研
修
を
重
ね
て
お
り
、
又
上
浮
穴
郡
身
体
障
害
者
福
祉
会
の
育
成
に
も
取

組
み
、
各
町
村
輪
番
制
で
「
幸
せ
の
集
い
」
を
開
催
し
、
健
常
者
と
の
交
流
を
深
め

て
い
る
。

イ

久
万
町
傷
痍
軍
人
会

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
人
々
一
六
名
が
、
昭
和
四
一
年
一
月
久

万
町
傷
痍
軍
人
会
を
結
成
し
、
会
員
の
福
祉
増
進
と
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
た
め
の

活
動
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
死
没
戦
友
の
墓
参
を
毎
年
実
施
し
て
い
る
地
区
も
あ

る
。現

在

会
員

(
一
六
名
)

会
長

和

田

藤

平

7

戦
争
犠
牲
者
の
援
護

日
本
の
社
会
福
祉
事
業
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
で
あ
る
。

昭
和
二
七
年
、
戦
争
犠
牲
者
に
対
す
る
国
家
補
償
を
規
定
す
る
「
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
」
が
定
め
ら
れ
、
旧
軍
人
、
軍
属
の
遺
族
に
弔
慰
金
(
五
万
円
)
、

遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
二
八
年
に
は
、
恩
給
法
付
則
が
制

定
さ
れ
公
務
扶
助
料
(
旧
軍
人
の
遺
族
)
が
復
活
し
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
幾
度
か
改
正
が
加
え
ら
れ
、
適
用
範
囲
が
広
げ
ら
れ
た
。
更
に
、
単
独

法
の
制
定
に
よ
り
、
戦
没
者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
(
二
〇
万
円
)
、
戦
没
者
の

遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
(
三
万
円
)
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

(
一
〇
万
円
)
な
ど
が
支
給
さ
れ
た
。

町
で
は
法
外
援
護
と
し
て
、
英
霊
五
一
五
柱
に
対
し
毎
年
慰
霊
法
要
を
行
っ
て
い

る
。
更
に
毎
年
一
〇
名
程
度
の
遺
族
が
靖
国
神
社
社
頭
対
面
を
行
っ
て
い
る
。

昭
和
二
八
年
ご
ろ
よ
り
組
織
さ
れ
た
遺
族
会
に
対
し
て
は
補
助
金
を
交
付
し
て
育

六
四
四

戌
と
援
護
に
つ
と
め
て
い
る
。

戦
没
者
に
対
す
る
叙
勲
は
終
戦
に
伴
い
打
ち
切
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
九
年
一

月
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
復
活
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
か
か
る
伝
達
は
、

昭
和
四
一
年
度
か
ら
町
長
が
行
う
こ
と
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

旧
軍
人
、
軍
属
及
び
戦
傷
病
者
の
援
護
に
つ
い
て
も
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
普
通
恩

給
は
軍
歴
一
二
年
(
昭
和
四
一
年
法
改
正
に
よ
り
抑
留
期
間
が
加
算
さ
れ
た
)
で
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
傷
病
者
に
つ
い
て
は
、
療
養
給
付
、
国
有
鉄
道
無
料
乗

車
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
一
日
に
は
、
戦
傷
病

者
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
(
一
〇
万
円
)
が
項
症
以
上
の
該
当
者
に
支
給
さ
れ

た
。8

公
営
住
宅

久
万
町
の
人
口
は
合
併
当
時
約
一
万
四
〇
〇
〇
人
に
比
べ
昭
和
六
三
年
現
在
約
八

〇
〇
〇
人
で
約
六
〇
〇
〇
人
近
く
減
少
し
、
な
お
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
核
家
族

化
の
進
展
に
よ
っ
て
世
帯
数
に
は
大
き
な
減
少
は
な
い
。
昭
和
二
八
年
、
久
万
町
緑

が
丘
に
四
戸
、
上
直
瀬
学
校
上
に
四
戸
の
住
宅
を
建
築
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

年
々
建
築
し
て
現
在
は
町
・
公
営
住
宅
を
合
わ
せ
て
、
二
四
六
戸
に
達
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
地
域
に
よ
っ
て
は
町
民
の
要
望
に
応
え
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た

高
齢
化
時
代
を
迎
え
て
老
人
向
住
宅
対
策
と
し
て
老
人
同
居
世
帯
向
公
営
住
宅
を
建

築
し
て
、
老
人
夫
婦
、
子
供
夫
婦
が
壁
を
隔
て
て
住
む
等
、
お
互
い
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
保
て
る
よ
う
な
隣
居
型
住
宅
の
建
設
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

9

地
域
改
善
事
業
等

こ
の
事
業
は
歴
史
的
社
会
的
理
由
に
よ
り
、
生
活
環
境
等
の
安
定
向
上
が
阻
害
さ

れ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
生
活
環
境
の
改
善
、
産
業
の
振
興
、
職
業
の
安
定
、
教
育



久万町入野館

の
充
実
、
人
権
擁
護
活
動
の
強
化
、

社
会
福
祉
の
増
進
等
を
円
滑
に
実
施

す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
生
活
の
安
定

と
福
祉
の
向
上
に
大
き
く
改
善
さ
れ

る
と
と
も
に
教
育
や
就
労
の
面
に
お

い
て
も
、
若
年
層
を
中
心
に
改
善
、

向
上
が
み
ら
れ
た
。
昭
和
四
一
年
か

ら
六
三
年
度
ま
で
に
左
記
の
事
業
が

実
施
さ
れ
た
。

事
業
実
施
状
況

㈲

久
万
町
で
は
、
昭
和
四
一
年

総
事
業
費

国
庫
補
助
金

工
事
請
負
者

調
理
台
、
食
器
戸
棚
、
食
器
類
な
ど
。

三
、
〇
六
三
千
円
(
う
ち
備
品
設
備
費
関
係
が
四
五
〇
千
円
)

一
、
八
一
八
千
円

高
殿
建
設
有
限
会
社

昭
和
四
二
年
四
月
一
日
よ
り
運
営
を
開
始
し
、
館
長
(
久
津
岡
弥
太
郎
)
、
相
談
員

(
大
野
周
一
)
運
営
委
員
(
≡
一
名
)
、
専
任
主
事
(
池
野
允
基
)
が
同
地
区
の
改
善
を

目
ざ
し
て
活
動
し
た
。

㈲

集
会
所

三
ヶ
所

仰
西
集
会
所

中
組
集
会
所

柳
井
集
会
所

㈲

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業

○
住
宅
新
築
資
金

二

件

一
三
、
五
〇
〇
千
円

七
、
三
四
四
千
円

七
、
五
〇
〇
千
円

S
五
四
年
度

S
五
八
年
度

S
六
三
年
度

度
に
、
地
方
改
善
事
業
の
一
環

と
し
て
、
隣
保
館
(
入
野
館
)

を
建
設
し
た
。

施
設
の
名
称

入

野

館

所

在

地

久
万
町
大
字
入
野
二
七
四
番
地
の
二

(
敷
地
は
福
井
町
病
院
長
宇
都

宮
利
雄
の
寄
贈
)

工
事
着
工

昭
和
四
一
年
九
月
二
〇
日

工
事
竣
工

昭
和
四
二
年
一
月
三
〇
日

施
設
概
要

木
造
平
家
建
鉄
板
ス
レ
ー
ト
葺

二
二
九
・
七
平
方
崩
、
事
務
室
兼
図
書
室
一
室
、
相
談
室
一
室
、
料

理
実
習
室
一
室
、
会
議
室
(
日
本
間
二
重
、
ホ
ー
ル
一
室
)

設
備
概
要

机
(
事
務
用
、
座
机
、
立
机
)
椅
子
、
応
接
セ
ッ
ト
、
謄
写
器
、
書

棚
、
図
書
一
二
六
冊
、
卓
上
ス
テ
レ
オ
、
オ
ル
ガ
ン
、
掛
時
計
、
火

鉢
、
石
油
ス
ト
」
フ
、
消
火
器
、
卓
球
台
、
花
ビ
ン
、
児
童
遊
具
、

第
人
章

福
利
・
厚
生

○
住
宅
改
修
資
金

○
住
宅
取
得
資
金

二
一

件

二

件

昭
和
四
九
̃
昭
和
六
三
年
度

一
〇
五
、
八
五
〇
千
円

㈲

地
区
道
等

○
地
区
道

(
橋
梁
)

○
排
水
路

㈲

墓
地
移
転
事
業

㈲

防
火
対
策

一
九
路
線

四
六
八
、
〇
二
六
千
円

九
路
線

八
五
、
一
三
〇
千
円

四
〇
区
画
(
六
一
年
度
)

二
六
、
八
七
〇
千
円

九
ヶ
所

四
〇
万
円

〇
三
七
、
二
九
三
千
円

昭
和
的
̃
6
3
年
度

㈲

小
規
模
特
別
融
資
事
業

人

件

昭
和
5
0
̃
飢
年
度

㈲

農
林
関
係
事
業○

ほ
場
整
備

三
地
区

二
五
、
四
㌶

二
九
三
、
六
〇
〇
千
円

昭
和
的
・
5
8
・
0
0
年
度

○
農
道
等
一
二
路
線
、
一
八
〇
、
四
三
〇
千
円

六
四
五



第
五
編

行
政
・
財
政

○
農
業
機
械
・
ト
ラ
ク
タ
ー
外

二
二
、
六
〇
〇
千
円

昭
和
六
〇
年
度

㈲

奨
学
資
金

六
〇
年
度

七
人
、
六
一
年
度
八
人
、
六
二
年
度
一
〇
人
、
六
三
年
度

七
人

総
事
費

昭
和
四
一
̃
六
三
年
度
一
、
二
七
八
、
〇
〇
一
千
円

こ
の
よ
う
に
、
地
域
改
善
対
策
事
業
等
で
着
実
な
成
果
を
挙
げ
て
き
た
一
方
で
、

同
和
問
題
解
決
の
た
め
に
行
政
は
同
和
関
係
者
の
自
主
的
な
努
力
を
支
援
し
、
同
和

関
係
者
の
自
立
、
向
上
の
精
神
の
か
ん
養
を
図
る
と
と
も
に
国
民
的
理
解
を
深
め
る

上
で
同
和
問
題
に
つ
い
て
自
由
な
意
見
交
換
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
、
町
民
に
対
す

る
広
報
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
方
策
を
実
施
し
て
い
る
。

1 

0

社
会
福
祉
協
議
会

久
万
町
で
社
会
事
業
を
行
う
唯
一
の
民
間
団
体
と
し
て
、
昭
和
二
九
年
一
〇
月
一

日
、
久
万
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
。
続
い
て
旧
川
瀬
地
区
や
父
二
峰

地
区
に
も
結
成
さ
れ
た
。

昭
和
三
四
年
、
町
村
合
併
に
よ
り
、
同
協
議
会
の
統
合
の
働
き
か
け
が
行
わ
れ
、

機
を
得
て
、
同
年
八
月
二
七
日
、
久
万
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
誕
生
し
た
。

社
会
福
祉
協
議
会
は
、
行
政
施
策
と
相
ま
っ
て
、
福
祉
に
欠
け
る
あ
ら
ゆ
る
問
題

と
取
り
組
み
、
地
域
の
福
祉
増
進
を
は
か
ろ
う
と
す
る
民
間
団
体
(
社
会
福
祉
法
人
)

で
あ
る
。
世
帯
更
生
資
金
貸
付
に
関
す
る
業
務
を
は
じ
め
、
し
あ
わ
せ
を
高
め
る
運

動
、
青
少
年
健
全
育
成
を
は
か
る
運
動
、
こ
ど
も
の
遊
び
場
設
置
、
整
備
、
身
体
障

害
者
、
老
人
福
祉
の
増
進
や
、
共
同
募
金
運
動
へ
の
協
力
な
ど
、
久
万
町
の
社
会
福

祉
事
業
が
活
発
に
行
わ
れ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
三
六
年
か
ら
、
心
配
ご
と
相
談
所
(
菅
生
山
大
宝
寺
)
を
開
設
し
、
毎
月
一
日

世帯更生資金の貸付状況(昭和63年度末)

資 金 種 別 貸付件数 貸 付 金 額 

更 生 資 金 8 件 6,650,000円 

住 宅 資 金 2 1,780,000円 

頼 義 資 金 1 200,000 

身体障害者更生資金 4 6,900,000 

災害援護資 金 2 1タ172,000 

修 学 資 金 8 8,807,000 

計 25 25,509,000 

六
四
六

と
一
五
日
を
相
談
日
と
し
て
専
任
相
談
員

(
大
西
完
信
)
を
置
き
、
そ
の
他
民
生
委
員
が

相
談
に
当
た
り
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。

昭
和
三
九
年
か
ら
低
所
得
者
子
弟
の
進
学

を
援
助
す
る
た
め
に
奨
学
規
程
を
設
け
、
毎

年
高
等
学
校
長
か
ら
三
名
程
度
の
推
せ
ん
を

受
け
、
役
員
会
で
奨
学
生
を
決
定
し
、
月
額

五
〇
〇
円

(
年
額
六
、
〇
〇
〇
円
)

を
補
助

し
て
い
た
が
、
現
在
は
月
額
五
〇
〇
〇
円
に

増
額
し
て
い
る
。

低
所
得
者
階
層
援
護
の
た
め
に
愛
媛
県
社

会
福
祉
協
議
会
で
、
貸
し
付
け
ら
れ
る
世
帯
更
生
資
金
も
、
民
生
委
員
の
指
導
に

よ
っ
て
次
第
に
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
。

久
万
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
独
自
に
小
口
貸
付
資
金
制
度
を
設
け
、
町
民
か

ら
も
ら
っ
た
香
典
返
し
な
ど
の
寄
付
金
を
積
み
立
て
て
お
き
、
こ
れ
を
最
高
一
万
円

(
現
在
五
万
円
)
を
限
度
と
し
て
、
低
所
得
者
の
た
め
の
一
時
援
護
と
し
て
貸
し
付
け

を
行
っ
て
い
る
。

歳
末
助
け
合
い
運
動
も
、
地
域
婦
人
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
金
品
を
持
ち
寄
っ
て

恵
ま
れ
な
い
人
々
の
歳
末
援
護
に
あ
た
っ
て
い
る
。
更
に
、
昭
和
四
一
年
か
ら
農
協

婦
人
部
の
協
力
も
あ
っ
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

昭
和
四
二
年
に
集
め
ら
れ
た
金
品
は
、
町
内
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
層
、
長
期
癒
養

老
(
入
院
、
在
宅
の
療
養
者
)
、
心
身
障
害
児
(
施
設
入
所
者
)
な
ど
二
一
七
名
と
、
町

外
の
三
施
設
に
贈
っ
た
。



昭
和
三
七
年
か
ら
ま
ご
こ
ろ
銀
行
が
開
設
さ
れ
、
久
万
町
社
会
福
祉
協
議
会
内
に

も
、
そ
の
支
店
を
置
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
町
民
の
善
意
が
集
積
さ
れ
て
、
恵
ま
れ

な
い
人
々
の
た
め
に
更
に
効
果
的
な
貸
し
出
し
(
心
、
技
術
、
労
力
、
金
品
の
各
口
座
)

が
行
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
二
年
二
月
八
日
の
第
一
回
久
万
町
社
会
福
祉
大
会
で
は
、
住
民
が
こ

ぞ
っ
て
社
会
福
祉
に
参
加
し
ょ
う
と
い
う
決
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
機
会
に
、
社
会

福
祉
協
議
会
内
部
で
も
新
し
い
動
き
が
生
ま
れ
、
昭
和
四
三
年
七
月
一
日
を
目
途
に

久万吋社会福祉協議会役職員名簿(平成元年4月1日現在)

事理

氏 名 住 所 氏 名 住 所 氏 名 住 所 

川崎 清規 入 野 田村 友信 入 野 大西美佐雄 久万町 
大西 利康 菅 生 土居 エイ 久万町 白川 京子 菅 生 

渡部鬼子雄 下畑野川 山本 博行 上野尻 森川 照雄 入 野 

日野 勉 下畑野川 和田 藤平 西 明神 関井 義弘 二 名 

日野 朝幸 下畑野川 南門 頼子 東 明神 西森 勧 菅 生 

監事 黒田 英雄(上野尻) ・大野 伊平(直 瀬)

評 議 員

氏 名 住 所 氏 名 住 所 氏 名 住 所 

西岡 時子 上野尻 申矢 春香 久万町 田村 友信 入 野 

名智 安市 下畑野川 田中 清 久万町 土居 エイ 久万町 
大野留三郎 直 瀬 日野 勉 下畑野川 山本 博行 上野尻 
長栄 久雄 露 峰 三宅 昌秋 久万町 和田 藤平 西 明神 

渡部 綱賀 入 野 石田佐々雄 上畑野川 高門 頼子 東 明神 

岡田 うめ 二 名 渡部 秀明 久万町 大西美佐雄 久万町 
小原 輝義 久万町 古田 安功 露 峰 白川 京子 菅 生 

高岡 晋作 久万町 神西伊佐雄 二 名 森川 照雄 入 野 

玉水 繁子 父野川 佐伯 正俊 久万町 関井 義弘 二 名 

大野 隆則 束明神 佐々木民雄 東明神 西森 勧 菅 生 

川崎 清規 入 野 渡部鬼子雄 下畑野川 丸山 仁 東 明神 

大西 利康 菅 生 日野 朝幸 下畑野川 

社
会
福
祉
法
人
へ
と
ふ
み
切
っ
た
。

会
長

大

西

完

信

理
事
一
五
名

監
事

二
名

評
議
員

三
三
名

社
会
福
祉
協
議
会
の
活
動
は
福
祉
行
政
施
策
と
相
ま
っ
て
、
関
係
団
体
と
地
域
住

民
の
総
参
加
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
福
祉
問
題
と
取
り
組
み
、
自
主
的
福
祉
活
動

を
組
織
的
に
推
進
し
、
地
域
の
福
祉
の
増
進
を
は
か
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
行
政
と
団

体
並
び
に
住
民
と
の
パ
イ
プ
役
を
果
た
す
と
と
も
に
、
住
民
の
相
談
相
手
の
役
割
も

果
た
し
て
お
り
、
行
政
で
は
出
来
が
た
い
き
め
の
こ
ま
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

社会福祉協議会予算 (単位 千円)

昭和44年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 昭和63年 

1,143 1,786 9,828 12,622 16,135 25,596 

い
る
団
体
で
あ
る
。
法
人
の
役
職
員
は
理
事
一
五
名
、
監
事
二
名
、

評
議
員
三
三
名
が
役
員
と
な
っ
て
会
の
運
営
を
し
て
い
る
。
職
員

は
、
事
務
局
長
(
兼
務
)
福
祉
活
動
専
門
員
一
名
、
事
務
職
員
一

名
、
老
人
家
庭
奉
仕
員
(
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
し
常
勤
二
名
、
非
常
勤

四
名
、
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
三
六
年
か
ら
、
心
配
ご
と
相
談
所
(
菅
生
山
大
宝
寺
)
を
開

設
し
、
毎
月
一
日
と
一
五
日
を
相
談
日
と
し
て
専
任
相
談
員
(
故

大
西
完
信
)

を
置
き
、
そ
の
他
民
生
委
員
が
相
談
に
当
た
り
、
大

き
な
成
果
を
あ
げ
た
。

そ
の
後
、
相
談
所
を
役
場
職
員
寮
に
昭
和
四
八
年
に
移
さ
れ
た
。

昭
和
五
三
年
度
町
民
館
に
移
さ
れ
、
菅
原
辰
二
、
村
田
建
一
弁

護
士
に
よ
る
法
律
相
談
を
年
四
回
、
法
務
局
と
人
権
擁
護
委
員
に

ょ
る
人
権
法
律
相
談
を
毎
月
二
〇
日
に
行
い
、
民
生
児
童
委
員
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
地
区
内
で
相
談
を
受
け
て
い
る
。
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平成元年度 まごころ銀行決算報告

収入の部 (単位 円)

費 目 金 額 説 明 

1.寄付金 4,274,000 まごころ銀行預託金(35件) 

2.預金利子 211,432 

積立金利子 200,000 

普通預金利子 11,432 

3.雑収入 1,479,049 
立替金返戻金(紙オムツ代、歳末 
見舞金) 

4.繰越金 5,759,116 前年度より 

合 計 11,723,597 

支出の郡

愛媛まごころ銀行久万支店

自 平成元年4月1日

至 平成2年3月31日

久万町自然休養センター

(久万町社会福祉協議会事務局)

(単位 円)

費 目 金 額 説 明 

1.事務費 41,812 

礼状印刷費 12,639 

礼状郵送料・手数料 29,173 

2.払出 金 2タ877,554 

奨学金(15名) 540,000 

幼児祭り開催費 100,000 

指定寄付払出金 1,840,000 

小口資金貸付金 50,000 

歳末たすけあい負担金 332,554 

火災見舞金 15タ000 

3.積立金 4,750,000 福祉基金積立のための社協会計へ 

4.立替金 1,479,049 紙オムツ代、歳末見舞金立替 

5.予備費 0 

合 計 9,148,415 

収入総額 11,723,597円

支出総額 9,148,415円

差引残額 2,575,182円

(平成2年度へ繰越)
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○平成元年度に愛暖まごころ銀行久万支

店へお寄せいただきました預託件数は35

件、金額で4,274,000円の多額になりま

した。

(単位 円)

社協事務局

所在地 〒791-12 久万町大字久万町212番地

(久万町自然休養村センター1階)

社会福祉法人 久万町社会福祉協議会

社
協
事
務
局
員

会

長

事
務
局
長
(
兼
任
)

福
祉
活
動
専
門
員

事

務

職

員

家
庭
奉
仕
員

主

任
(
野
尻
・
菅
生
)

副
主
任
(
久
万
・
入
野
)

(
二

名
)

(
霧
降
・
父
野
川
)

(
上

直

瀬
)

(
下

直

瀬
)

(
東

明

神
)

(
西

明

神
)

(
畑

野

川
)

(
畑

野

川
)

川
崎

清
規

谷
口
伊
三
夫

国
政

主
山

山
内

巨
美

河
野
ヒ
ロ
子

竹
内

敦
子

西
山

藤
子

西
野

恵
子

大
野

君
江

段
の
上
嶋
江

山
之
内
信
枝

正
岡

曙
美

藤
原

妻
子

平成元年度 久万町社会福祉協議会決算報告

収入の郡

項 目 金 額 摘 要 

会 費 1,503,100 社協会賞(一般・特別・法人) 

町 補 助 金 4,765,592 専門員・事務職員設置費補助金・社協活動費補助金 

県 社 協補助 金 1,136,420 専門員設置費補助金・社協活動育成費補助金 

共同募金配分金 1,727,317 一般配分金・指定配分金・歳末たすけあい配分金 

町 委 託 金 12,802,929 家庭奉仕員派遣事業委託金・民生委員活動費委託金 

県 社 協委 託 金 229,260 心配ごと相談・民生委員互助・世更資金事務費委託金 

財 産 収 入 148,557 基本財産・運用財産の利子 

寄 付 金 収 入 550,000 一般寄付金 

事 業 収 入 35,000 

繰 入 金 5,340,000 
まごころ銀行より繰り入れ金(福祉基金積立475万円、奨学金54 
万円、力、ロ資金貸付金5万円) 

諸 収 入 100,000 雑収入 

繰 越 金 1,607,295 前年度より繰越金 

合 計 29,945,470 
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支出の部 (単位 円)

項 目 金 額 摘 要 

会 議 費 211,320 理事会・評議員・監事会 

事 務 費 7,323,639 諸給・旅費・庁費 

事 
企画調整費 89,387 調査費・指導者育成費・連絡調整費 

福祉活動費 2,893,426 
民生、児童、老人、在宅福祉費・ボランティ ア活動関係費、奨 
学金ほか 

業 生活福祉資金事務費 130,300 更生運動対策、小口資金貸付、貸付事務費・委員会費 

費 
家庭奉仕員派遣費 10,214,110 諸給・旅費・需要費 

心配ごと相談費 523,232 報償費・旅費・事務諸費 

共同募金配分費 1,719タ159 一般配分・指定配分・歳末援護費・委員会費 

繰 出 金 5,899,280 退職積立会計、福祉基金積立500万円 

負 担 金 446,442 県、郡社協負担金・その他の負担金 

予 備 費 0 

合 計 29,450,295 

収入総額 29,945,470円

支出総額 29,450,295円

差引残額 495,175円

(平成2年度へ繰越)

会費の実績

○平成元年度は、一般会員(会費500円)に2,168戸、特別会員(会費1,000円)に72戸、町外特別会

員(会費2,000円)に21戸、法人会員(会費10,000円)に22件の加入があった。これは前年度の会

費実績1,316,900円に対し元年度は1,503,100円と大幅に伸びた。会員からの会費は社協活動充実

のため有効に活用している。福祉基金は、従前の積立額100万円に平成元年度分500万円を加え現

保有高600万円になった。
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‖

共
同
募
金

国
民
の
助
け
合
い
精
神
を
高
揚
す
る
た
め
に
、
昭
和
二
二

年
か
ら
共
同
募
金
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
社
会
福
祉
事
業
法

(
昭
和
二
六
年
三
月
)
が
公
布
さ
れ
て
共
同
募
金
運
動
の
法
制

化
が
実
現
し
た
。

こ
の
運
動
が
始
め
ら
れ
た
昭
和
二
二
年
ご
ろ
は
、
食
糧
難

で
あ
る
と
と
も
に
、
戦
後
復
興
の
途
上
に
あ
り
、
共
同
募
金

に
対
す
る
住
民
の
関
心
も
薄
く
実
績
は
貧
弱
で
あ
っ
た
。

久万町の共同募金実績

年度別 募 金 実 績 

昭和60年 1,065,254 円 

63年 1,260,874 

平成元年 1,321,308 

社
会
福
祉
事
業
法
の
公
布
施
行
に
よ
り
、
久
万
町
で
も
社
会
福
祉
協
議
会
が
で
き
、

公
私
と
も
に
社
会
福
祉
事
業
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
共
同
募
金
運
動
も

積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
三
四
年
一
〇
月
よ
り
、
久
万
町
共
同
募
金
実
施
委
員
会
(
会
長
、
日
野
泰
)
が

つ
く
ら
れ
、
町
内
会
長
(
嘱
託
員
)
に
共
同
募
金
実
施
委
員
を
委
嘱
し
、
各
組
、
各
戸

よ
り
募
金
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

久
万
地
区
で
は
、
民
生
委
員
が
会
社
等
を
回
り
大
口
募
金
を
受
け
た
り
、
昭
和
四

一
年
か
ら
民
生
委
員
全
員
が
多
額
の
募
金
を
行
う
な
ど
、
目
標
額
を
越
え
る
実
績
が

収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

社
会
福
祉
活
動
は
、
共
同
募
金
の
配
分
金
を
有
効
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ

う
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
共
同
募
金
運
動
も
ま
た
社
会
福
祉
活
動
が
進
め

ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
成
元
年
度
の
赤
十
字
募
金
・
N
H
K
海
外
た
す
け
あ
い
救
援
金
、
赤
い
羽
根
共

同
募
金
、
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
等
の
収
入
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
久
万
町

社
協
を
中
心
に
福
祉
の
各
分
野
に
配
分
さ
れ
、
町
内
福
祉
活
動
の
増
進
に
有
効
に
活
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平成元年度募金概要

(3)達成率

128.3%

132.9%

128.5%

16,046円

(3)達成率

127.6%

895,656円

100,000円

292,554円

1,288,210円

524,000円

351,000円

147,000円

121,350円

1,143,350円

131,560円

13,300円

144,860円

1,288,210円

赤十字募金(愛媛県支部に送金)

(1) 目 標 額 (2)実績額

一般社資 765,000円 981,750円

法人社資 44,000円 58,500円

計 809,000円 1,040,250円

NHK海外たすけあい救援金(日赤県支部に送金)

(1)上浮穴高等学校家庭クラブ

赤い羽根共同募金(県共同募金会へ送金)

(1)目 標 額 (2)実績額

l,030タ000 円 1,315,308円

歳末たすけあい募金(久万町で使用)

(1)義援金収入 一般義援金

ライオンズクラブ寄付金

まごころ銀行支出金

収 入 合 計

(2)義援金支出

町内一般見舞金 (112名)

病院入院者見舞金(117名)

施設入所者見舞金( 49名)

要援護者見舞品代( 57名)

計 (335名)

(3)事務処理経費

義援金配分委員会の経費

町外病院入院者等見舞の経費

計

支 出 合 計

用
さ
れ
て
い
る
。

三

施
設
福
祉
対
策

昭
和
二
七
年
九
月
一
五
日
、
上
浮
穴
郡
内
町
村
長
会
で
上
浮
穴
養
老
院
組
合
立
養

老
院
設
置
の
議
案
が
可
決
さ
れ
、
同
年
一
二
月
に
厚
生
大
臣
に
申
請
、
二
八
年
一
一

月
に
許
可
さ
れ
、
二
九
年
六
月
久
万
町
菅
生
に
竣
工
し
、
七
月
一
日
開
設
し
た
。

こ
の
養
老
院
は
開
設
当
時
は
、
一
般
の
理
解
も
乏
し
く
、
定
員
三
〇
名
に
対
し
て

六
五
一



第
五
編

行
政
・
財
政

わ
ず
か
二
〇
名
前
後
の
入
所
状
況
で
あ
っ
た
。

六
五
二

項設

置

事

業

入

所

上
浮
穴
養
老
院
の
施
設
概
要

目

増
築
年
月
日

増
築
工
事
費

主

体

開

始

人

員

敷

地

建

物

総

工

面

積

面

積費

上
浮
穴
養
老
院
組
合

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

三
〇
名
(
昭
和
三
〇
・
七
・
一
よ
り
三
三
名
)

(
昭
和
四
二
・
四
・
一
よ
り
五
〇
名
)

一
一
五
九
平
方
㍍

五
六
二
平
方
㍍

四
四
四
万
一
五
四
六
円

内
補
助
対
象

二
四
三
万
円

町
村
負
担

二
〇
一
万
一
五
四
六
円

増

築

面

積

昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日

八
八
五
万
二
〇
〇
〇
円

内
補
助
対
象

三
五
九
万
二
〇
〇
〇
円

町
村
負
担

五
二
六
万
円

二
二
〇
平
方
㍍
(
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
)

老人ホームささゆり荘

し
か
し
、
昭
和
三
八
年
、
老
人
福
祉
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
名
称
も
八
月
一
日
か

ら
上
浮
穴
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
変
わ
り
、
経
済
的
理
由
の
み
で
な
く
て
精
神
的
又
は

環
境
上
の
理
由
に
よ
っ
て
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
適
用
範
囲
も
広
が
り
、

老
人
の
福
祉
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
は
、
社
会
の
理
解
も
深

ま
り
、
入
所
希
望
者
も
増
加
し
、
入
所
能
力
に
不
足
を
き
た
し
た
の
で
昭
和
四
二
年

三
月
、
八
八
五
万
円
余
で
居
室
を
増
築
し
た
。

更
に
急
速
に
進
行
す
る
人
口
の
老
齢
に
伴
い
多
様
化
す
る
生
活
環
境
の
変
化
、
老

後
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
ケ
ア
を
要
す
る
老
人
は
所
得
の
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
心
身
の
機
能
に
応
じ
入
所
を
希
望
す
る
者
も
増
加
し
、
よ
り
快

適
な
処
遇
を
行
う
た
め
、
昭
和
五
七
年
四
月
一
日
よ
り
現
在
の
地
に
移
転
改
築
し
た
。

町
の
中
心
部
か
ら
少
し
離
れ
て
は
い
る
が
周
辺
は
緑
に
囲
ま
れ
風
光
明
媚
で
自
然

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
名
称
も
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ
さ
ゆ
り
荘
と
変
更
さ
れ
た
。

現
在
の
施
設
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

名種所

在

設

置

主

運

営

主

規

模

構

称

上
浮
穴
郡
生
活
環
境
事
務
組
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ
さ
ゆ
り
荘

類

老
人
福
祉
法
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム

地

上
浮
穴
郡
久
万
町
大
字
菅
生
二
番
耕
地
六
二
六
番
地

上
浮
穴
郡
生
活
環
境
事
務
組
合

(
久
万
町
、
面
河
村
、
美
川
村
、
柳
谷
村
、
小
田
町
)

敷
地
面
積

六
、
〇
六
七
平
方
㍍



建
物
面
積
一
、
六
二
八
、
三
七
平
方
㍍

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建

居
室
・
集
会
室
・
廊
下
等
床
暖
房

事

業

費

三
三
三
、
一
〇
〇
千
円

(
補
助
対
象

二
七
五
、
五
七
八
千
円
)

付
設
作
業
所

建
物
面
積
一
〇
五
平
方
㍍

構

造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建

供
用
開
始

昭
和
五
七
年
二
一
月
一
日

歴
代
組
合
長
及
び
ホ
ー
ム
長

定

員

五
〇
名

現
在
、
上
浮
穴
郡
各
町
村
は
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
し
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
現
在
で
四
五
六
六
名
、
高
齢
化
率
は
二
三
・
三
七
%
に
達

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
り
暮
し
の
老
人
は
四
二
三
名
、
ね
た
き
り
老
人
八

〇
名
に
な
っ
て
お
り
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介

護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
在
宅
だ
け
で
の
介
護
が
非
常
に

困
難
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
待

機
者
は
県
下
で
も
多
い
。
現
在
、
家
庭
に
お
い
て
、
一
時
的
に
介
護
で
き
な
い
場
合

「
ね
た
き
り
老
人
短
期
保
護
事
業
」

を
進
め
て
い
る
情
況
で
あ
る
。
久
万
町
で
も
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
の
機
運
が
高
ま
り
、
設
立
の
計
画
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て

い
る
。

4 3 2 1 歴代 

河 日 柏 高 組 
野 原 岡 

合 長 

貞 
芳 一 

修 泰 太 郎 名 

至 自 至 自 至 自 至 自 

在 職 

II II II II II 

′′霜 
現 五 五 三 
在 〇 〇 四 四 ○ 〇 九 
に ・ ・ ・ 

至 四 三三 五 四 五 四 七 
る ・ ・・ 

○ 
一一一一一一一 

○ 一 〇 一 

8 7 6 5 4 3 2 1 歴代 

丸 城 中 岩 西 東 日 高 ホ 

山 本 谷 川 原 野 岡 

l ム 長 

加 右 貞 

仁 
清 松 健 喜 一 一 

重 男 
- 世 郎 泰 郎 

至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 

在 職 

II 

蔑′′ 
II II II II II II II II II II II 

昭 和 

現 元 元 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 
在 九 九 八 八 二 二二 五 五 - 一 九 九 九 
りこ 

至 四 三 四 四 三 四 三 四 三 五 四 七 
る 一 一 

一 ○ 一 
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